


はじめに
このたび、当社の経営方針や事業概況、財務状況等をまとめた

「2016 ディスクロージャー誌」を作成いたしました。
本誌が、皆様に当社をご理解いただくうえでの一助となれば幸い
に存じます。

会社概要
商号 ： アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
本店所在地 ： 東京都港区虎ノ門四丁目3番20号
資本金 ： 23,796百万円
総資産 ： 121,036百万円
（2016年3月31日現在）

1960年に米国の保険会社「アメリカン・ホーム・アシュアランス・カン
パニー」の日本支店として日本における損害保険事業免許を取得。
2014年4月1日付けで、日本法人（「アメリカンホーム医療・損害保険
株式会社」2013年7月1日設立）に対して、日本支店の保有する保険
契約の包括移転および事業譲渡を行うことにより、日本法人として
事業を開始。
ホームページアドレス ： http://www.americanhome.co.jp/
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日頃より、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社への
ご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。

当社の前身であるアメリカン・ホーム・アシュアランス・
カンパニー日本支店は、1960年の日本における損害保険の
事業免許取得以来、半世紀にわたり日本での事業を営んで
まいりました。日本で初めての傷害保険の通信販売やリスク
細分型自動車保険の開発、コールセンターでのコンサルティ
ング・専任制サービスなど、通販型損害保険会社のパイオ
ニアとして、お客様のニーズにお応えする商品やサービスを
提供してまいりました。

2014年4月1日付で、日本法人の「アメリカンホーム医
療・損害保険株式会社」となり、持株会社であるAIGジャパ
ン・ホールディングス株式会社の保険子会社となりました。

そしてAIGグループ内での事業構成の簡素化を実現する
ため、当社は2016年4月1日よりすべての保険商品の新規契
約の販売活動を終了し、既にご加入いただいているご契約
の維持・保全に特化することとさせていただきました。ま
た、2016年12月1日以降に満期更新を迎える自動車保険の
既存契約につきましては、当社での契約更改の取扱いを終
了することを決定いたしております。

当社は、これまで当社をお選びいただいたご契約者様の
信頼にお応えするため、引き続き、強い財務基盤を維持す
ることに努めてまいります。

また、当社の強みの一つである、保険金支払い時やコー
ルセンターでの心のこもったサービスを引き続き向上し、提
供してまいります。

今後AIGグループは、当社がこれまで蓄積してきたノウハ
ウや経験をグループ全体で活用するとともに、事業構成の
簡素化を進め、より効率的な事業運営を実現することで、お
客様によりよい商品やサービスをご提供できるよう努めてま
いります。

今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしく
お願い申し上げます。

 2016年7月

当社は2016年3月末日をもって新規契約の販売活動を終了し、その後は保有する約193万件のご契約の保
全・維持に特化いたします。当社をお選びいただいたご契約者様の信頼にお応えするため、引き続き、強
い財務基盤を維持することに努め、心のこもったサービスを提供してまいります。

ごあいさつ

代表取締役社長兼CEO　北村 浩嘉
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ビジョン

アメリカンホーム・ダイレクトは、お客様のこれまでの信頼に応え、これからも「お客様に選ば
れ続ける会社」であることを目指します。

1960年の日本における損害保険の事業免許取得以来、永らく米国の保険会社「アメリカン・ホーム・アシュア
ランス・カンパニー」の日本支店としていた経営形態を、2014年4月1日に日本法人に変更し、「アメリカンホー
ム医療・損害保険株式会社」となりました。AIGグループの一員として、また日本で初めて傷害保険の通信販売
や、リスク細分型自動車保険の販売を開始した通販型損害保険会社のパイオニアとして、お客様のこれまでの信
頼に応え、これからも「お客様に選ばれ続ける会社」であることを目指します。

「アメリカンホーム・ダイレクト」と「アメリカンホーム保険」はアメリカンホーム医療・損害保険株式会社のブランド
名です。

行動指針

公共性の高い保険会社の社員として、常に下記の行動を心がけています。

私たちは、「お客様の満足」を第一に考え、行動します。

私たちは、私たちの会社がいかに価値を上げることができるかを考えます。

私たちは、一人ひとりが希望と働きがいのある環境をつくります。

私たちは、常にリスクを考慮し、適切に業務を遂行します。

私たちは、気遣いを持ってすべての人に誠実に接します。

私たちは、自らの決定に責任を持ち、人間的成長を目指します。
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2016年7月1日現在
日本におけるAIGグループ

富士火災海上保険株式会社
AIU損害保険株式会社　
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
ジェイアイ傷害火災保険株式会社

AIGジャパン・ホールディングス株式会社
AIU損害保険株式会社＊2

AIG富士インシュアランスサービス株式会社

テックマークジャパン株式会社

AIGアセットマネジメント株式会社

AIGビジネス・パートナーズ株式会社

ティーペック株式会社＊4

富士火災海上保険株式会社＊2

AIG富士生命保険株式会社

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社

ジェイアイ傷害火災保険株式会社＊3

＊2 富士火災海上保険株式会社とAIU損害保険株式会社は、関係当局の認可等を前提に、合併による経営統合を行う予定です。
＊3 ジェイアイ傷害火災保険株式会社は、AIGジャパン・ホールディングス株式会社と株式会社ジェイティービーの合弁会社です。（AIGジャパン・ホール
ディングス株式会社の持分は50%です。）

＊4 ティーペック株式会社におけるAIGグループ会社による持分は合計で63.96%です。（AIGジャパン・ホールディングス株式会社の持分は54.27%です。）

元受正味保険料
3,028億円
2,572億円

838億円
141億円

国内損害保険会社

日本のAIGグループの組織

2015年度

2015年度、元受正味保険料は収入積立保険料を含む。

AIG富士生命保険株式会社
保険料収入

1,118億円

国内生命保険会社

当社はAIGグループの一員です。

AIGグループの日本における通販型損害保険会社として、また保険持株会社であ
るAIGジャパン・ホールディングス株式会社傘下の保険子会社として、当社はお客
様のこれまでの信頼に応え、これからも「お客様に選ばれ続ける会社」であることを
目指してまいります。

AIGグループは、世界の保険業界のリーダーであり、100以上の国と地域でお客様にサービスを提供しています。1919年に創業し、現在では、
損害保険、生命保険、リタイヤメント商品、モーゲージ保険およびその他の金融サービスを幅広く提供しています。AIGグループの商品・
サービスを通じた多岐にわたるサポートは、法人および個人のお客様の資産を守り、リスクマネジメントおよび確かなリタイヤメント・セキュ
リティをお届けします。持株会社AIG, Inc.はニューヨークおよび東京の各証券取引所に上場しています。

「保険とはマクロ経済の成長に欠かせないものであり、多数の企業、経営者、家族を
支えています。私たちはリスクマネジメントにおけるAIGの力を頼りにしてくだ
さっている皆様の信頼を何より大切にしています。今後も私たちの核となる規範を
重視し、AIGが果たすべき役割を守らねばなりません。AIGは世界の保険業界の
リーダーとして、この世界をより安全な場所にし、将来の不安を取り除くことで、
企業と社会が適切に機能するよう支援しています。それが私たちの使命です。」

AIGについて

We are AIG.

American International Group, Inc.
www.aig.com

所在地／175 Water Street,New York,NY 10038
上場証券取引所／ニューヨーク証券取引所、東京証券取引所
社長 兼 CEO／ピーター・D・ハンコック
総社員数／約65,000人

AIG,Inc.2015年度アニュアルレポート（2015 Annual Report）より抜粋

AIG,Inc.2015年度アニュアルレポート（2015 Annual Report）より抜粋
AIGの保険事業収入の内訳＊1

＊1 保険事業からの収入を示しています。企業向け損害保険、モーゲージ保証保険および個人向け保険の収入には、正味既経過保険料および正味投資利益が
含まれています。機関投資家市場、リタイヤメントおよび生命保険の収入には、保険料、保険証書発行手数料、正味投資利益および助言報酬が含まれています。

企業向け損害保険
23,625百万ドル

モーゲージ保証保険
1,051百万ドル 2％

機関投資家市場
3,518百万ドル 6％

コンシューマー・
インシュアランス
27,069百万ドル

個人向け保険
11,378百万ドル

生命保険
6,393百万ドル

43％

21％ 11％

17％

コマーシャル・
インシュアランス
28,194百万ドル

リタイヤメント
9,298百万ドル

49％

51％

アメリカ地域
損害保険事業における正味収入
保険料184億ドル（55％）
生命保険事業における保険料お
よび預かり資産309億ドル（96%）

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域
損害保険事業における正味収入保
険料68億ドル（21％）
生命保険事業における保険料および
預かり資産195百万ドル（1％）　
アジア・パシフィック地域
損害保険事業における正味収入保険
料79億ドル（24％）
生命保険事業における保険料および
預かり資産911百万ドル（3％）

生命保険事業の保険料および預かり資産は、非GAAP財務測定値であり、保険料には、従来の生命保険、団体給付金制度および偶
発給付年金から直接または仮定的に受領された金額の他、ユニバーサル生命保険、投資型年金契約およびミューチュアル・
ファンドの預託金も含まれます。

地域別の売上げ

AIGの業績の推移

583億ドル
21億ドル

4,969億ドル
896億ドル

644億ドル
75億ドル

5,155億ドル
1,068億ドル

688億ドル
90億ドル

5,413億ドル
1,004億ドル

総収入
純利益
総資産
株主資本

2015年2014年2013年
AIG,Inc.2015年度アニュアルレポート（2015 Annual Report）より抜粋

（米国ドルで記載）

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
社長 兼 CEO
ピーター・D・ハンコック
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＊4 ティーペック株式会社におけるAIGグループ会社による持分は合計で63.96%です。（AIGジャパン・ホールディングス株式会社の持分は54.27%です。）

元受正味保険料
3,028億円
2,572億円

838億円
141億円

国内損害保険会社

日本のAIGグループの組織

2015年度

2015年度、元受正味保険料は収入積立保険料を含む。

AIG富士生命保険株式会社
保険料収入

1,118億円

国内生命保険会社

当社はAIGグループの一員です。

AIGグループの日本における通販型損害保険会社として、また保険持株会社であ
るAIGジャパン・ホールディングス株式会社傘下の保険子会社として、当社はお客
様のこれまでの信頼に応え、これからも「お客様に選ばれ続ける会社」であることを
目指してまいります。

AIGグループは、世界の保険業界のリーダーであり、100以上の国と地域でお客様にサービスを提供しています。1919年に創業し、現在では、
損害保険、生命保険、リタイヤメント商品、モーゲージ保険およびその他の金融サービスを幅広く提供しています。AIGグループの商品・
サービスを通じた多岐にわたるサポートは、法人および個人のお客様の資産を守り、リスクマネジメントおよび確かなリタイヤメント・セキュ
リティをお届けします。持株会社AIG, Inc.はニューヨークおよび東京の各証券取引所に上場しています。

「保険とはマクロ経済の成長に欠かせないものであり、多数の企業、経営者、家族を
支えています。私たちはリスクマネジメントにおけるAIGの力を頼りにしてくだ
さっている皆様の信頼を何より大切にしています。今後も私たちの核となる規範を
重視し、AIGが果たすべき役割を守らねばなりません。AIGは世界の保険業界の
リーダーとして、この世界をより安全な場所にし、将来の不安を取り除くことで、
企業と社会が適切に機能するよう支援しています。それが私たちの使命です。」

AIGについて

We are AIG.

American International Group, Inc.
www.aig.com

所在地／175 Water Street,New York,NY 10038
上場証券取引所／ニューヨーク証券取引所、東京証券取引所
社長 兼 CEO／ピーター・D・ハンコック
総社員数／約65,000人
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AIG,Inc.2015年度アニュアルレポート（2015 Annual Report）より抜粋
AIGの保険事業収入の内訳＊1

＊1 保険事業からの収入を示しています。企業向け損害保険、モーゲージ保証保険および個人向け保険の収入には、正味既経過保険料および正味投資利益が
含まれています。機関投資家市場、リタイヤメントおよび生命保険の収入には、保険料、保険証書発行手数料、正味投資利益および助言報酬が含まれています。

企業向け損害保険
23,625百万ドル

モーゲージ保証保険
1,051百万ドル 2％

機関投資家市場
3,518百万ドル 6％

コンシューマー・
インシュアランス
27,069百万ドル

個人向け保険
11,378百万ドル

生命保険
6,393百万ドル

43％

21％ 11％

17％

コマーシャル・
インシュアランス
28,194百万ドル

リタイヤメント
9,298百万ドル

49％

51％

アメリカ地域
損害保険事業における正味収入
保険料184億ドル（55％）
生命保険事業における保険料お
よび預かり資産309億ドル（96%）

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域
損害保険事業における正味収入保
険料68億ドル（21％）
生命保険事業における保険料および
預かり資産195百万ドル（1％）　
アジア・パシフィック地域
損害保険事業における正味収入保険
料79億ドル（24％）
生命保険事業における保険料および
預かり資産911百万ドル（3％）

生命保険事業の保険料および預かり資産は、非GAAP財務測定値であり、保険料には、従来の生命保険、団体給付金制度および偶
発給付年金から直接または仮定的に受領された金額の他、ユニバーサル生命保険、投資型年金契約およびミューチュアル・
ファンドの預託金も含まれます。

地域別の売上げ

AIGの業績の推移

583億ドル
21億ドル

4,969億ドル
896億ドル

644億ドル
75億ドル

5,155億ドル
1,068億ドル

688億ドル
90億ドル

5,413億ドル
1,004億ドル

総収入
純利益
総資産
株主資本

2015年2014年2013年
AIG,Inc.2015年度アニュアルレポート（2015 Annual Report）より抜粋

（米国ドルで記載）

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
社長 兼 CEO
ピーター・D・ハンコック
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AIGにおけるスポンサーシップは、「ダイバーシティ＆インクルージョン」の価値観を共有できるパート
ナーとともに安全でより良い未来を築くことを目的に実施されています。スポーツはまさにダイバーシ
ティ、インクルージョン、成長といった要素を持ち、AIGは世界的に有名なラグビーニュージーランド代表の
オールブラックスのスポンサーを務めています。日本においては、公益財団法人日本ラグビーフットボール
協会と協働し、小学生を対象にしたタグラグビー＊5教室や小学校へのタグラグビーキットの贈呈といった
グラスルーツレベルでの支援を行っています。また、リトルリーグとMLB（メジャーリーグ・ベースボール）が
手を結び、新設した日本の小学生のための大会MLBCUPのスポンサーも務めています。

＊5 タグラグビー：タックルのかわりに相手選手が腰に付けた帯状のタグを取る、身体の接触プレーのないラグビーです。
体の大きさに関係なく、男女が一緒に参加できることなどから、文部科学省の「小学校学習指導要領解説書」に例示され、小学校の体育授業で取り入れ
られています。

  AIGはグローバルでの企業活動において、環境に対する責任を果たし、商品・サービスに沿った活動や
従業員によるボランティア活動を通じて、事業を展開する地域の発展に寄与しています。社会貢献活動に
おいては、セーフティ（道路の安全、病気の予防、健康問題などを含む）、セキュリティ（地域の安定性を促
進する経済に関する教育などを含む）、災害救援（災害対策と被災地のインフラの復興を含む）の三つの
テーマに沿った取組みを行っています。また、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスを徹底し、責任
ある倫理的なビジネス慣行の遵守に専心しています。同時に、人権を尊重し、性別、出身地、障がい、宗教、
年齢、性的指向、家族構成などの違いから生まれる様々な経験を多様性として受容する「ダイバーシティ＆
インクルージョン」を重視しています。「ダイバーシティ＆インクルージョン」の推進によって、社員にとって
働きやすい環境を整えるだけでなく、多様な視点に基づいてお客様に対する理解を深め、イノベーション
の向上とリスクの低減を実現し、グローバル市場において競争力の向上を図っています。

日本においては、保険事業の持つ高い社会性と公共性を認識し、保険商品の開発から募集、保全、保険金
支払いまで、各オペレーションにおいて企業の社会的責任に関する視点を取り入れているほか、拠点を置く
地域社会との共生のため、各地域のニーズに合った活動を展開しています。ダイバーシティ＆インクルージョ
ンに関しては、経営陣を中心メンバーとするカウンシルを組織し、「ジェンダー」「ワークライフバランス」「障
がい」「ジェネレーション」「LGBT」における取り組みを主に推進しています。また、従業員が自発的に情報交換
やネットワーキングを行う活動を推奨しており、「Working Families」「Women & Allies」「Young Professionals」
「LGBT & Allies」「Language and Cultural Exchange」の五つのグループが活発に活動を行っています。

スポンサーシップ CSRとダイバーシティ＆インクルージョン－考え方と取組みー

日本においてAIGグループ全体で展開している活動について

4月2日の世界自閉症啓発デーに青いも
のを身に付けて出社し、自閉症・発達障
がいに対する理解を深めるOne AIG 
Blue Dayを開催しました（写真は長崎の
One AIGチーム）。

ダイバーシティカウンシルを組織し運営
しています。2015年10月のグローバル・
ダイバーシティ月間には、従業員グルー
プが開催するものも含め、ダイバーシ
ティに関する10のイベントが開催され
ました。

2015年11月22日に福岡で開催された
「九州レインボープライド」にAIGグ
ループとして協賛し、パレードやブース
運営にグループの社員と保険代理店が
参加しました。

Making the world a safer place
世界中の展開国・地域において、各地固有の課題を認識し、価値のある差異を社会にもたらすことがAIGの使命です。

米国テキサス州 チリ ブルガリア ケニア タイ
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AIGにおけるスポンサーシップは、「ダイバーシティ＆インクルージョン」の価値観を共有できるパート
ナーとともに安全でより良い未来を築くことを目的に実施されています。スポーツはまさにダイバーシ
ティ、インクルージョン、成長といった要素を持ち、AIGは世界的に有名なラグビーニュージーランド代表の
オールブラックスのスポンサーを務めています。日本においては、公益財団法人日本ラグビーフットボール
協会と協働し、小学生を対象にしたタグラグビー＊5教室や小学校へのタグラグビーキットの贈呈といった
グラスルーツレベルでの支援を行っています。また、リトルリーグとMLB（メジャーリーグ・ベースボール）が
手を結び、新設した日本の小学生のための大会MLBCUPのスポンサーも務めています。

＊5 タグラグビー：タックルのかわりに相手選手が腰に付けた帯状のタグを取る、身体の接触プレーのないラグビーです。
体の大きさに関係なく、男女が一緒に参加できることなどから、文部科学省の「小学校学習指導要領解説書」に例示され、小学校の体育授業で取り入れ
られています。

  AIGはグローバルでの企業活動において、環境に対する責任を果たし、商品・サービスに沿った活動や
従業員によるボランティア活動を通じて、事業を展開する地域の発展に寄与しています。社会貢献活動に
おいては、セーフティ（道路の安全、病気の予防、健康問題などを含む）、セキュリティ（地域の安定性を促
進する経済に関する教育などを含む）、災害救援（災害対策と被災地のインフラの復興を含む）の三つの
テーマに沿った取組みを行っています。また、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスを徹底し、責任
ある倫理的なビジネス慣行の遵守に専心しています。同時に、人権を尊重し、性別、出身地、障がい、宗教、
年齢、性的指向、家族構成などの違いから生まれる様々な経験を多様性として受容する「ダイバーシティ＆
インクルージョン」を重視しています。「ダイバーシティ＆インクルージョン」の推進によって、社員にとって
働きやすい環境を整えるだけでなく、多様な視点に基づいてお客様に対する理解を深め、イノベーション
の向上とリスクの低減を実現し、グローバル市場において競争力の向上を図っています。

日本においては、保険事業の持つ高い社会性と公共性を認識し、保険商品の開発から募集、保全、保険金
支払いまで、各オペレーションにおいて企業の社会的責任に関する視点を取り入れているほか、拠点を置く
地域社会との共生のため、各地域のニーズに合った活動を展開しています。ダイバーシティ＆インクルージョ
ンに関しては、経営陣を中心メンバーとするカウンシルを組織し、「ジェンダー」「ワークライフバランス」「障
がい」「ジェネレーション」「LGBT」における取り組みを主に推進しています。また、従業員が自発的に情報交換
やネットワーキングを行う活動を推奨しており、「Working Families」「Women & Allies」「Young Professionals」
「LGBT & Allies」「Language and Cultural Exchange」の五つのグループが活発に活動を行っています。

スポンサーシップ CSRとダイバーシティ＆インクルージョン－考え方と取組みー

日本においてAIGグループ全体で展開している活動について

4月2日の世界自閉症啓発デーに青いも
のを身に付けて出社し、自閉症・発達障
がいに対する理解を深めるOne AIG 
Blue Dayを開催しました（写真は長崎の
One AIGチーム）。

ダイバーシティカウンシルを組織し運営
しています。2015年10月のグローバル・
ダイバーシティ月間には、従業員グルー
プが開催するものも含め、ダイバーシ
ティに関する10のイベントが開催され
ました。

2015年11月22日に福岡で開催された
「九州レインボープライド」にAIGグ
ループとして協賛し、パレードやブース
運営にグループの社員と保険代理店が
参加しました。

Making the world a safer place
世界中の展開国・地域において、各地固有の課題を認識し、価値のある差異を社会にもたらすことがAIGの使命です。

米国テキサス州 チリ ブルガリア ケニア タイ
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CSR（企業の社会的責任）への積極的な取り組み

アメリカンホームは、次世代を担う子どもたちと、障がいや病気などの困難に立ち向かう「人」を応
援します。
通販型の保険会社である当社は、お客様とのコミュニケーションを主にお電話やインターネットでとらせていただいていますが、常に
その先のお客様お一人おひとりのお顔やお気持ちを想像し、サービスを提供するよう努めています。CSR活動では、全国の拠点で社員
参加による地域貢献活動を積極的に行い、地域の方と交流させていただいているほか、ダイバーシティ＆インクルージョンの観点より、
自閉症や発達障がい等の啓発活動を行っています。

2015年7月     沖縄の市民参加型演劇、 
劇団O.Z.E「飛べ！琉球鳥人2015」公演に協賛 
～3年目となる2015年の観客動員数は過去最高の1,482人～

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社が協賛した、劇団O.Z.E公演「飛べ！琉球鳥人」が7月4日、5日に公演されました。2015

年で3年目の協賛となり、全4公演を通じて、過去最高となる1,482人の方々にご来場いただきました。
本番公演前日には、障がいをお持ちの方、高齢の方、社会参加に困難を抱える方などを無料でご招待して貸し切りとし、周りの目を
気にせずに楽しんでいただく「特別公演」として開催されました。
この企画は、一般公募により選出された沖縄県内の小学生から社会人の方が出演する市民参加型の演劇で、沖縄県の文化継承のほ
か、公演の練習で行われる「表現教育」を通して、コミュニケーション能力、創造力、表現力、協調性を養成することや、演劇を通じ
た自己実現、達成感を得ることなどを狙いとしています。
県内有数の演出家である真栄平 仁氏が脚本と演出を手がけており、同氏が率いる劇団O.Z.Eの団員が約3ヶ月間指導を行いました。
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2015年9月     「アメリカンホーム・ダイレクト　キッザニアナイト！」 
小児がんと闘う子どもたちとそのご家族を「キッザニア東京」にご招待

当社は、2006年に日本でのキッザニア第一号施設となる
キッザニア東京がオープンして以来、「消防署」パビリオン
のオフィシャルスポンサーとなっています。

2015年度は6回目となるスポンサーデーイベントを開催
し、小児がんの子どもたちとそのご家族、計713名をご招待
しました。
免疫力が低くなっていることが原因で、不特定多数の人
が集まるエンターテイメント施設に出向くことが難しい子ど
もたちやそのごきょうだい、ご家族に、キッザニア東京を貸
し切りでゆったりとご利用いただいています。また、子ども
たちの体調の変化にすぐ対応できるよう、医師、看護師の
方に会場で待機いただくことで、ご家族にとっても安心して
楽しい時間を過ごしていただけるような配慮をしています。
参加者の募集については、小児がん患者の「緩和ケア」を
主に支援している認定NPO法人シャイン・オン・キッズにご
協力をいただきました。

2015年10月     ～「飛べ！琉球鳥人2015」の収益を 
沖縄県の小児病棟・沖縄県交通遺児育成会に寄付～ 
闘病中の子どもたちへ、約500冊から選べる本のプレゼント

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社が7月に協賛した劇団O.Z.E公演｢飛べ！琉球鳥人2015｣の収益の一部を除いた金額が、8月
27日に沖縄県交通遺児育成会、9月9日に沖縄県立南部医療センター・こども医療センターに寄付されました。
県内最大の小児病棟である、沖縄県立南部医療センター・こども医療センターへは、公演を演出した真栄平 仁氏が地元で活躍中の

コメディアン「じゅん選手」さんと共に訪れ、センター内のプレイルームや子どもたちの病室で、写真撮影、サイン会、お笑いネタ披
露などを行い、子どもたちと楽しい時間を過ごしました。また、リブロリウボウBC店（沖縄県那覇市）のご協力のもと、子どもたちの
年齢に合わせた絵本、コミックなど、約500冊の書籍が「移動本屋」として病棟内に運ばれ、子どもたちが選んだ本64冊をプレゼント
しました。入院していて外出が難しい子どもたちに、新しいエンターテイメント型「寄付」を行いました。
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代表的な経営指標

元受正味保険料（含む収入積立保険料）

838億円
正味収入保険料

718億円
2015年度の元受正味保険料（含む収入積立保険料）は、ほぼ
前年度並みの838億円（△0.1%）となりました。

2015年度の正味収入保険料は718億円と前年度に比べ4.2%の
増収となりました。
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元受正味保険料（含む収入積立保険料）
元受保険料（お客様から直接いただいた保険料）から解約返戻金等の
返戻金を控除したものをいいます。積立型保険については、将来の満
期返戻金に充てられる収入積立保険料を含みます。

正味収入保険料
元受正味保険料から収入積立保険料を差し引き、受再正味保険料（他
の保険会社から再保険を受けた際に受け取る保険料）を加え、出再正
味保険料（他の保険会社に再保険を出した際に支払う保険料）を控除
したものをいいます。

年度 年度

正味損害率

40.8％
正味事業費率

54.5％
2015年度の正味損害率は40.8%とほぼ前年度と同じ水準を維
持しました。

2015年度の正味事業費率は、事業戦略を変更し、販売費や広
告宣伝費の大幅削減を実施したことにより、54.5%と前年度に
比べ16.5%の改善となりました。
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正味損害率
正味収入保険料に対する正味支払保険金（お客様等にお支払いした保
険金）と損害調査費（当社の損害調査業務に関連する経費）の割合を
いいます。

正味事業費率
正味収入保険料に対する諸手数料及び集金費（損害保険代理店手数料
等募集に要した費用）と保険引受に係る営業費及び一般管理費（当社
の運営費用、システム開発費用等）の割合をいいます。

（単位：％） （単位：％）

42.2
71.5

41.6
71.0

40.8

年度年度

54.5

保険料収入の状況

保険事業に係る費用比率の状況
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※ 2013年度の開示情報は、アメリカン・ホーム・アシュアランス・
カンパニー日本支店における数値・比率を記載しています。
※表示金額の単位未満は切り捨てして記載しています。
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当期純損益

△111億円
2015年度の当期純損益は、事業戦略を変更し販売費や広告宣伝費
の大幅削減を実施したことで営業費及び一般管理費が減少したこと
及び収入保険料の伸びに比べ発生保険金が落ち着いてきたことによ
り△111億円となり、前年度に比べ46億円の改善となりました。

当期純損益
正味収入保険料等の保険引受収益から、正味支払保険金等の保険引受
費用と保険引受に係る営業費及び一般管理費等を差引いたものを保険
引受損益といい、本業における損益を示します。この保険引受損益に、
資産運用損益、法人税及び住民税等を加減したものを当期純損益とい
い、事業年度に発生したすべての要素を反映した最終損益を示します。

総資産

1,210億円
2015年度末の総資産は1,210億円と前年度に比べ32億円増加
しました。
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（単位：百万円）

総資産
当社が保有する現預金、有価証券等のすべての資産の合計額をいいます。
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120,000

年度年度

単体ソルベンシー・マージン比率

736.4％
当期純損失の認識と資産運用リスクの増加により、2015年度末は2014
年度末の792.8%と比べ、56.4%減少しましたが、依然として高い水準を
維持しております。
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2014
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2015
単体ソルベンシー・マージン比率
巨大災害の発生や保有する資産の大幅な価格下落等、「通常の予測を超
える危険」に対して、「損害保険会社が保有している資本金・準備金等
の支払余カ」の割合を示す指標として、保険業法等に基づき計算され
たものが、「単体ソルベンシー・マージン比率」です。
同比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断
するために活用する指標のひとつですが、その数値が200%以上であれ
ば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

（単位：％）

年度

損益の状況

支払余力（単体ソルベンシー・マージン比率）の状況

総資産の状況
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誠実なお客様対応で信頼にお応えします。
お客様一人ひとりのご要望に、きめ細かくお応えするために
当社は、親密なコミュニケーションや改善活動を通じて
より満足度の高いお客様サービスをご提供してまいります。

お客様サービスについて

「お客様のこれまでの信頼に応え、これからも『お客様に選ば
れ続ける会社』である」ことを目指すというビジョンのもと、当
社では、直接お客様の声をお伺いできるカスタマーリレーション
シップセンター（コールセンター）の業務を重視しています。
カスタマーリレーションシップセンターでは、TSR（Telephone 

Sales Representative： “会社の代表者”）と当社内で呼ぶお客様
対応スタッフが、お客様のご要望やお悩みなどをお伺いし、お
客様の立場になって考え、じっくりと話合いを行います。そして
これまでご加入いただいたお客様のご契約を長い将来にわたっ
て確実にお守りし続け、お約束を確実に果たすため、日々、
サービスの向上に取り組んでいます。

それぞれの専門知識が豊富なスタッフ・チームがお客様の人
生のライフステージにあったコンサルティングをご提供していく
こと。そして、スタッフとのやり取りを通じて「アメリカンホーム
なら安心できる」、「ずっと保険を任せたい」といった「関係を構
築したくなる感情体験」をご提供していきたいと考えています。

今日もお客様一人ひとりの声に耳を傾け、さらなるサービス
の向上を図っていきます。

1  カスタマーリレーションシップセンターでのお客様サービス

カスタマーリレーションシップの様子
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2  ウェブサイトでのお客様サービス

当社のウェブサイトでは、各種変更手続き、事故のご連絡、
保険金支払状況の確認など、お客様のニーズに合わせた様々な
コンテンツをご用意しています。
また、お客様にさらに快適にお使いいただくために、お客様
の閲覧状況とお客様の声を参考にしながら、ウェブサイトの各種
機能の改善を日々行っています。

ご契約内容の確認・変更手続き（自動車保険）
自動車保険をご契約いただいているお客様は、ウェブサイト

でご契約内容をご確認いただけます。また、以下の内容に関す
るご変更であれば、ウェブサイトで変更手続きが可能です。
・ 保険契約者の情報（住所、電話番号、ファックス番号）
・ 補償の対象となるお車（被保険自動車）の情報
・ 主にお車を運転される方（記名被保険者）
・ ご家族の中で補償の対象となる運転者（記名運転者）
・ 補償内容

ご契約の継続手続き（自動車保険）
自動車保険をご契約いただいているお客様は、お電話だけで
なくウェブサイトからもご継続のお手続きが可能です。

自動車保険については、2016年12月1日以降に満期更新を迎
えるご契約の継続契約の販売を終了します。

事故のご報告・保険金のご請求
自動車保険、傷害・医療の保険、火災・地震その他の保険に
ついて、お電話だけでなく、ウェブサイトからの事故・保険金請
求の登録も24時間可能です。事故・保険金請求の登録の完了
後、当社より詳細確認や今後の事故・保険金請求の対応につい
てご連絡※いたします。
※当社からのご連絡時間：平日 9 : 00 ～ 17 : 00

保険金支払情報のご確認（自動車保険）
当社ホームページでユーザー登録をしていただいた場合、当
社担当者の連絡先およびお支払金額等をご確認いただけます。
保険金請求に係る書類の当社到着状況などもご確認いただく

ことが可能です。
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お客様の万一の事故・病気の際に、ご安心とご満足をいただ
ける保険金サービスを提供することは、保険会社のもっとも重
要な責務のひとつです。当社では、お客様志向の業務運営姿勢
を徹底し、お客様へ誠実な対応で迅速、適切に保険金をお支払
いする態勢の整備と強化を継続的に行っています。

重点的な取り組みとして、災害時等に備え、どのような状況
でもお客様のご相談に応じることができるよう受付書類の電子
データ化や最新の電話受信システムの導入をはじめとして、IT技
術の革新や全国のセンターへのリスク分散などの取り組みを行っ
ています。

お客様満足度調査の実施
保険金をお支払いする際にお客様にアンケートをお送りし、当
社の対応に対するお客様満足度調査を継続的に行っています。
アンケートにご回答いただいた内容は、お客様対応における
サービスの向上や改善に活用しています。また、毎月お褒めの
言葉をいただいたアンケートの中から特に対応が優れていた保
険金支払担当者を選考・表彰し、担当者のお客様対応に対する
意欲の向上を図っています。
昨年度のアンケート結
果では、91.2％（調査期
間：2015年4月～2016年3

月）のお客様から「満足」
または「やや満足」の評
価をいただきました。
今後もお客様のご意見

をもとに、さらなるサー
ビスの向上につなげてま
いります。

電話応対品質の向上
保険金支払担当者は、電話応対品質の向上に努めており、お
客様にご満足いただける対応ができるようトレーニングを受けて
います。

日々のトレーニングの成果として、2015年は、公益財団法人
日本電信電話ユーザー協会が開催した、第19回企業電話応対コ
ンテストにて優秀賞を受賞しました。この賞は、無作為に通常の
電話応対を審査するもので、特に「コミュニケーションスキル
（要点をおさえて正しく説明しているか、手際の良い対応ができ
ているか、など）」が受賞のポイントとなりました。さらに、3年
連続で優秀賞以上の賞を受賞したため、シルバーランク企業に
認定されました。
あわせて2015年は、同財団法人が主催、個人の電話応対技

能を審査する「電話応対コンクール沖縄県大会」において、傷
害保険金担当社員が優勝、第54回電話応対コンクール全国大会
に出場し優秀賞を受賞しました。当社の電話応対品質は社外か
らも高い評価をいただいています。

お客様により身近に感じていただくために
おケガやご病気などの困難を抱えて保険金のご請求をいただ

くお客様に担当者を身近に感じていただくため、傷害・医療保
険では保険金請求書類に草花の香りつきメッセージカードを添え
てお送りしています。お客様 

からは“『真心をこめて・・・』
というお手紙がとってもうれ
しかった”（お客様）といった
お言葉をいただいています。

保険金支払審査会による検証
すべての商品の保険金請求事案で、保険金支払いを担当する
保険金サービス部門が保険金支払事由に該当しないと判断した事
案※については、保険金サービス部門だけではなく、商品部門や
法務・コンプライアンス部門のメンバーで構成される保険金支払
審査会を毎週開催し、その判断の妥当性を検証しています。
※ただし、一定の事由にもとづく場合を除きます。

保険金支払再審査会制度
保険金支払いに関わる当社の判断についてお客様にご了承い

ただけない場合、お客様のご要請により保険金支払再審査会に
よる再審査を行う制度を設けています。保険金支払再審査会は、
保険金のお支払いを担当する保険金サービス部門以外の部門が
毎月主催し、外部専門家（医師・弁護士等）による客観的な審
査を行っています。

災害時における保険金支払体制
災害時であっても保険金支払業務を継続することを最重要課
題のひとつであると考え、2012年1月より、本社機能のある東
京のほか、沖縄、大阪などに業務を分散する取り組みを行って

メッセージカード

満足・やや満足
91.2%

不満 1.0%

やや不満 1.4%

普通 6.4%

2015年度　お客様満足度調査結果

調査期間：2015年4月～2016年3月
対象保険商品：全商品
回答数：50,316件

3  保険金のお支払い態勢

 不安な事故・病気のときに、ご安心いただけるサービスを提供するための取り組み

 確実な保険金のお支払いを実現するための体制
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●迅速な保険金のお支払い
 　保険金のご請求に必要な書類が到着してから、最短で翌営
業日にお客様のご指定する口座へお支払いします。保険金の
お支払いに時間がかかる場合は、お客様にその旨をご案内し、
できる限り速やかなお支払いに努めています。
●お送りいただく書類の簡素化

 　多くのお客様のご要望にお応えするため、必要書類の簡素
化に取り組んでいます。また、お客様のおケガ・ご病気の際
のご負担を軽減し、少しでも早くご安心いただけるよう、必要
書類の見直しを行っています。
●分かりやすい保険金請求手続きの書類

 　お客様にご記入いただきたい項目を一目で分かるように作
成し、記入例などのご説明を添えてご案内しています。さら
に、なるべく多くのお客様へ分かりやすい書類となるように、
ご請求に必要な書類の一部でカラーユニバーサルデザインの
認定を取得しています。

●女性専用医療保険担当者の設置
 　女性のお客様が保険金の請求をされる際、「男性担当者に

は話しにくい」といったお声をいただ
いたことから、女性に多いご病気によ
り保険金請求をされる際、ご希望に応
じて女性担当者が対応できる態勢を整
えています。どんなことでもお気軽に
ご相談いただき、保険金請求時の気
持ちのご負担を軽減したいという想い
から始めたサービスです。
※対象：  病気が保険金のお支払いの対象となる保険 /（疾病・介護を

直接の支払事由とする 第三分野商品）に限ります。

●査定支援システム導入による保険金支払いの迅速化
 　医療保険と傷害保険の一部において、お客様から当社にお
送りいただいた診断書の記載内容をデータ化し、保険金支払
情報の正確な把握を行っています。また、医療保険の一部の
商品では、データ化した診断書の記載内容、契約情報等を照
合し、お支払いする保険金を自動で算出するシステムを導入
しています。このシステムにより、より迅速な保険金のお支払
いが可能となっています。

傷害・医療保険の保険金お支払いサービス

傷害・医療保険金のお支払いまでの一般的な流れ

おり、2014年には新たに長崎に拠点を設立しました。また、BCP

（事業継続計画）をより強化するため、お客様からお送りいただ
いた保険金請求書類等をすべて電子データ化し、ぺーパーレス
の保険金支払業務を全商品に展開しています。

これにより、大規模災害発生時でも全国の各拠点から電子化
された保険金請求書類を参照し、保険金支払業務を滞りなく継
続することが可能となり、お客様にさらにご安心いただける環境
となりました。

24時間365日保険金請求受付
休日や夜間でもすぐにご連絡いただけるように、保険金請求
の受付は24時間365日体制の通話料無料ダイヤルを保険商品ご

とにご用意しています。さらに、当社ウェブサイトからも受付が
可能です。

保険金請求受付センターへおケガ・ご病気の発生状況などをご連絡ください。入院中などの
理由でお客様ご本人からのご連絡が難しい場合は、ご家族や代理の方からでも、おケガ・ご
病気のご連絡をお受けします。当社ウェブサイトからも受付が可能です。

お客様からご提出いただいた保険金請求書類の内容を確認します。書類の内容によっては、
関係機関に確認させていただくことがあります。
・ご請求漏れの有無の確認
保険金のご請求漏れがないかを確認します。
・治療途中での保険金請求の対応・受付
万一、治療が長引いた場合、治療の途中でも保険金のご請求が可能です。
・保険金請求手続きの途中経過のご報告
お客様にご安心いただけるように、進捗状況をお客様のご要望に合わせてご報告します。

保険金請求書類の確認

お客様からおケガ・ご病気のご連絡を受けた後、保険金請求に必要な書類をお送りします。 

保険金のお支払いまでの流れや各種サービスの内容、保険金請求手続き方法などについて
ご不明点があった場合、保険金サービスセンターの担当者が丁寧にご説明します。

保険金請求書類
のご案内

おケガ・ご病気の
連絡・受付

 丁寧・迅速・高品質な保険金のお支払い対応
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●安心の事故対応
 　自動車事故に遭われたお客様に迅速かつ丁寧な対応ができ
るように、24時間365日体制で事故の受付を行っています。ま
た、事故の相手の方への連絡や病院・自動車修理工場等への
連絡、その他不安に感じられていることへのご相談などの初期
対応サービスを土日・祝日を含め22時まで行っています。
●1事故1名の専任担当者制度

 　専任担当者が事故の解決まで責任をもって対応します。専
任担当者は、平日の9時から17時までに事故の受付が完了し
た場合、受付から3時間以内にお客様にご連絡し、事故の解
決のための打ち合わせやご説明を行います。

●進捗状況をインターネットから確認できるサービス
 　ウェブサイト上のご契約者専用ページ（マイページ）では、
自動車保険の保険金支払状況に関する情報をご確認いただけ
ます。また、マイページを通じてお客様からのお問い合わせ

もお受けしています※。
※ 一部、当該サービスをご利用いただけないご契約がございますが、
その場合はお電話等で進捗状況についてご連絡いたします。

●提携修理工場ネットワークの拡大
 　全国にいらっしゃるお客様にご満足いただける高品質で迅速
なサービスをお届けするため、国内自動車ディーラーや提携
工場ネットワークを整え、現在1,068ヶ所※になっています。引
き続き充実したネットワークでお客様のご満足とご安心、利便
性向上を目指してまいります。
 　また、社員が定期的に工場
を訪問し、最新の修理技術な
どの情報収集をし、お客様の
お悩みにお応えできるよう最
善をつくしています。
※2016年 4月末現在

自動車保険の事故対応サービス

支払い手続き完了後、お客様に「お支払いのご案内」を書面でお送りします。

適切かつ迅速な保険金支払いを行えるよう、保険商品別の専門チームがご請求いただいた事
案を審査し、お支払いする保険金の額を決定します。また、保険金支払内容の妥当性・適切
性の検証を専門に行うチームが保険金支払内容のチェックを行っています。

保険金お支払額のご案内

保険金お支払額確定

自動車保険金のお支払いまでの一般的な流れ　※お客様と事故の相手の方の双方に過失がある場合

事故現場では最初に、負傷者の救護、道路上にある危険物の片付け（二次災害発生の防
止）、警察への連絡、相手の方のお名前・ご連絡先などの確認をお願いします。

事故現場における必要な対応が終わりましたら、直ちに当社にご連絡をお願いします。24時
間365日事故受付の専門スタッフが待機してお客様のご連絡をお受けしています。また、
ウェブサイトからも事故のご連絡を受け付けています。平日の9時から17時まで※にお電話で
の事故の受付が完了した場合は、専任担当者が3時間以内にお客様にご連絡を行い、事故解
決のための打ち合わせや保険金のお支払いまでの流れについてご説明を行います。
※事故の受付が17時以降の場合、翌営業日にご連絡します。

当社へのご連絡

平日はもちろん土日・祝日に初めてご連絡をいただいた事故でも、お客様のご要望により事
故の相手の方、自動車修理工場、病院等の関係者への連絡を9時から22時まで365日行って
います。また、その結果を当日中にお客様にご報告します。

対人賠償事故または対物賠償事故の場合、専門知識のある経験豊富な専任担当者が、お客様 

に代わって示談交渉を行います。示談交渉の進捗等については、適宜お客様にご連絡します。
事故の相手の方との示談交渉

（過失割合の交渉等）

もしも事故に遭われたら

事故の
初期対応
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保険金をお支払いする際に、専任担当者からお客様に事故解決のご報告をします。また、支
払い手続き完了後、お客様または事故の相手の方に「お支払いのご案内」を書面でお送りし
ています。

保険金のお支払いと
解決のご案内

損害額（車両の修理費用やおケガの治療費等）を確定し、お支払いする保険金の額を算出
し、事故の相手の方と事故の解決（示談解決）をします。

損害額の決定と
事故の解決

当社では、「お客様のこれまでの信頼に応え、これからも『お
客様に選ばれ続ける会社』である」ことを目指すというビジョン
のもと、お客様からお寄せいただいたご意見、ご要望、ご不満
などの「お客様の声」を真摯に受け止め、改善に活かすために
様々な取り組みを行っています。また、取り組み内容や、その
進捗状況は当社ウェブサイトにて定期的に更新してご紹介してい
ます。
「お客様の声」にもとづくさらなる改善に取り組むため、2013

年4月に「お客様サービス向上部」を新設し、「お客様の声」か
ら改善に取り組む社内体制を強化いたしました。また、その活
動状況全般をお知らせできるよう、2014年3月に当社ウェブサイ

トの「お客様の声」ページをリニューアルいたしました。今後も
当社ウェブサイト等を活用した情報発信を積極的に行ってまいり
ます。

4  「お客様満足の向上」への取り組み

【基本理念】
アメリカンホーム・ダイレクトは、お客様からいただいた苦情

（不満足の表明）やご意見・ご要望を「お客様の声」として真摯
に受け止め、商品・サービスや業務の品質改善に積極的に活か
し、お客様のこれまでの信頼に応え、「お客様に選ばれ続ける会
社」になることを目指します。

【基本方針】
（1）  お客様の声は、最優先すべき課題であると位置づけ、迅

速・適切・誠実に対応します。
（2）  お客様の声を常に傾聴し、積極的にお客様の声の収集に努

めます。
（3）  お客様の声には、関連する法令等を遵守し、公正、公平に

対応します。
（4）  お客様の声を経営に反映させ、当社の商品・サービスや業

務の品質改善を図ります。
（5）  お客様の声に関する情報は、ウェブサイト等を通じて、積極

的に公開します。
（6）  上記の活動を通して、当社は「お客様に選ばれ続ける会社」

になることを目指します。

当社は、テレビ、新聞広告、電話、インターネットなどを通じ
た、ダイレクトマーケティング（通信販売）を主な手法として、
保険を提供してきたのが最大の特徴です。お客様のご契約内容
のお問い合わせ対応や各種変更手続きをはじめ、保険金お支払
いの際のサポートは、当社のカスタマーリレーションシップセン
ター（コールセンター）や保険金サービスセンターの担当者に

より、主にお電話や郵便などを通じて直接行われています。ま
た、当社ウェブサイトからもサポートさせていただいています。
当社では、お客様との直接的なコミュニケーションの機会を大切
にし、お客様からのご要望やご意見を商品やサービスの改善に
活用できるよう引き続き取り組んでまいります。

 「お客様の声」に関する対応方針

 当社とお客様とのコミュニケーション
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61.1%
その他

契約の管理・
保全関係
7.2%

保険金関係 5.7%

保険の契約・
募集関係
26.0%

（集計：2015年4月～2016年3月）

お客様からお寄せいただいた声に対応する体制
当社では、保険契約の維持・管理、保険金のお支払いなどを
通じてお客様から直接各担当部門へ、または、お客様応対の窓
口となるカスタマーリレーションシップセンター（コールセン
ター）へ様々な声をいただきます。
いただいた声にもとづき、お客様サービスの向上や業務改善

を推進する組織として「お客様満足（CS）向上会議」を運営し

ています。
「お客様満足（CS）向上会議」は「お客様の声」を受け付け
る部門だけでなく、商品や事務企画・システム開発を担当する
部門などを含む全社横断的なメンバーで構成され、PDCAサイク
ルにもとづきお客様サービスの向上および継続的な業務改善に
努めています。

「お客様の声」をお聴きする取り組み
お客様から直接ご意見、ご要望、ご不満などをお伺いできる

ように、ご相談窓口を設置しています。

お客様からお寄せいただいた声を把握する取り組み
2015年4月から2016年3月までの間に当社にお寄せいただい

たお客様の声（ご意見・ご要望・ご不満等）の総数は64,870件
となり、内訳は下図のようになりました。前年度比340%と増加
しましたが、これは2016年4月以降の新規販売終了を2015年10

月に発表したことにより、お客様からたくさんの反響を頂戴した
ためです。

お客様相談室
お客様からのご意見・ご要望・

ご不満等を承る窓口

TEL. 0120 - 353 - 031（平日9時～17時）

お客様の保険金請求に関するご相談窓口

TEL. 0120 - 735 - 089（平日9時～17時）

商品 サービス改善 利便性向上 業務改善

お客様満足（CS）
向上会議

商品部門

契約管理部門

保険金サービス
部門

システム部門

「お客様サービス向上計画」
の策定

各改善策に対する
協議・提言・改善の実行

改善結果の評価、検証

更なる改善
Action

Check

Do

Plan

法務・
コンプライアンス部門

お客様サービス
向上部門

経営陣

カスタマー
リレーションシップ
センター部門

カスタマー
リレーションシップ
センター部門

お客様サービス
向上部門

保険金サービス
部門

代理店管理・
マーケティング部門

代理店管理・
マーケティング部門

「お客様からお寄せいただく声」（ご意見・ご要望・ご不満など）

お客様満足向上の実現

お客様

お客様
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お客様満足向上のために、「お客様満足（CS）向上会議」に
おいて把握したお客様の声の分析結果を踏まえた改善のほか、

各部門が取り組んだ事例の一部をご紹介します。実現できな
かった案件は引き続き改善に取り組んでまいります。

  お客様からお寄せいただいた声を最大限に活かすための活動 
お客様満足向上のための具体的な取り組みと改善例

お客様のご意見・ご要望
自身で申込書に記載した職業と異なる職業が、到着した帳票に記載されている。
何かの間違いではないかと不安になる。

改善いたしました 　申込時に記載いただいた職業を、帳票に表示することといたしました。
管理システムの都合上、職業をグループでまとめ、そのグループに属する方には、場合により申込書とは異な

る職業が、各帳票類に記載されることがありました。このたびシステムを改修し、申込時に記載いただいた職業
を各帳票類に記載することといたしました。

 対応年月：2015年4月

お客様のご意見・ご要望
自動車保険の更改をするために、送付されてきた手続きガイドに記載されている専用URLを入力したが、専用
ウェブサイトにアクセスできない。

改善いたしました 　手続きガイドに、入力位置の図示および注意書きを追記いたしました。
専用URLを「アドレスバー」ではなく、「検索ボックス」に入力してしまうと、ご使用されるサイトによっては、検

索結果にうまく表示されないことがわかりました。
そこで、手続きガイドにURLの入力位置を図示し、注意書きを追記いたしました。
 対応年月：2015年6月

お客様のご意見・ご要望
継続加入者証が封入されている封筒の窓枠から、加入しているプラン名が見えている。プライバシーに配慮して
ほしい。

改善いたしました 　封筒の種類を変更し、プラン名が見えないようにいたしました。
団体契約の加入者証を送付する際、複数のご契約をいただいているお客様のために、封筒に小窓を設け、ご
契約プランが分かるようにしていました。今回のご要望を頂戴し、小窓のない封筒に変更いたしました。

 対応年月：2015年7月
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お客様のご意見・ご要望
自動車保険で複数契約割引のチラシを見たが、既に2台以上契約している場合には、次回の更改時にさらに割引
の対象になるのかどうか分かりづらい。

改善いたしました 　ご案内の掲載内容を分かりやすくいたしました。
2台以上契約をいただいている方はすべての契約が割引対象となり、更新後もその割引は継続して適用されま

す。「既にご契約いただいている方は割引が適用されている」旨を追記し、正確に内容をご理解いただけるよう、
記載内容を変更いたしました。

 対応年月：2015年7月

お客様のご意見・ご要望
医療保険のパンフレットにおいて、6疾病診断入院給付金の給付例が、あまり現実的ではなく、どのようなケース
で具体的に補償されるかが分かりづらい。

改善いたしました 　記載症例を変更し、給付内容を想起しやすくいたしました。
医療保険のパンフレットにおいて、6疾病診断入院給付金の説明として「糖尿病」の症例を掲載していました。

2度目の給付を受けるためには、最初の病気の治療終了から2年の経過が必要であり、糖尿病の症例では治療終
了日が分かりづらいとのご指摘を頂戴したため、症例を「急性腎炎」に変更し、給付例を想起できるものに変更
いたしました。

 対応年月：2015年8月

お客様のご意見・ご要望
（一括払・年払契約の）契約更改案内が届いたので、契約内容の変更を検討していたのに、元の内容のままで次
の振替えがされてしまった。

改善いたしました 　継続案内の発送日を早めました。
一括払・年払契約のお客様には、契約更改日の約45日前に振替予告ハガキを送付していましたが、契約更改

日の90日前に継続のご案内通知を送付するよう変更いたしました。
 対応年月：2015年10月
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一般社団法人保険オンブズマン
当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団
法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行
うことができます。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
同機関のホームページ（http://www.hoken-ombs.or.jp/）

公益財団法人交通事故紛争処理センター
自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛
争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび審査を行う
機関として、公益財団法人交通事故紛争処理センターがありま
す。専門の弁護士が公正・中立な立場で相談・和解のあっせん
を行うほか、あっせん案に同意できない場合は、法律学者、裁
判官経験者および弁護士で構成される審査会に審査を申し立て
ることもできます。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
同センターのホームページ（http://www.jcstad.or.jp/）

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払をめぐ

る紛争の、公正かつ的確な解決を通して、被害者の保護を図る
ために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、一
般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構があります。同機構
では、自動車事故に関わる専門的な知識を有する弁護士、医
師、学識経験者などで構成する紛争処理委員が、自賠責保険
（自賠責共済）の支払内容について審査し、公正な調停を行いま
す。同機構が取り扱うのは、あくまで自賠責保険（自賠責共済）
の保険金（共済金）の支払をめぐる紛争に限られますので、ご
注意ください。詳しくは下記のホームページをご参照ください。
同センターのホームページ（http://www.jibai-adr.or.jp/）

 社外のお客様相談窓口（中立・公正な立場で問題を解決する損害保険業界関連の紛争解決機関）

お客様のご意見・ご要望
保険金請求と同時に解約を依頼した際、別の部署に取り次がれたときには話が伝わっておらず、スムーズに対応
してもらえなかった。

改善いたしました 　関係部署間での、電話取り次ぎのルールを整備いたしました。
保険金をお支払いする部門と契約内容の変更を受け付ける部門の連携をスムーズにするため、社内転送で説明

させていただける場合と、担当部署からの折り返し連絡をさせていただく場合の、電話取り次ぎルールを整備い
たしました。

 対応年月：2016年3月

当社では、お客様情報の保護を図り、お客様情報を適正に取
り扱うために、お客様情報保護の管理態勢の整備・強化に継続
的に取り組んでいます。

お客様情報保護の基本方針
当社のお客様情報保護の基本方針として「プライバシーポリ

シー」を公表しています（次ページをご参照ください）。また、
基本方針に定めた内容を実践し、お預かりした大切なお客様情
報の保護を図るため、お客様情報の適正な管理および業務への
利用等に係る事項を社内規程に定め、お客様情報の適正な取り
扱いに努めています。

お客様情報保護の推進体制
当社では、個人情報の保護に関する法律をはじめ、金融庁の
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等の関連
法令等を遵守しています。また、社内のお客様情報の保護およ
び安全管理措置の推進を図るため、個人情報保護管理責任者を
任命するとともに、コンプライアンス委員会の傘下にお客様情
報保護会議を設置しています。加えて、お客様情報を統括管理
するコンプライアンス統括部を中心に、お客様情報保護の管理
態勢のさらなる整備・強化に取り組んでいます。

5  お客様情報保護の管理態勢
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Ⅰ. 個人情報の取扱いについて
1. 個人情報に関するお問い合わせ先
当社による個人情報の利用に関するご質問については以下
までお問合わせください。
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
個人情報お問い合わせ窓口
〒930-0856
富山県富山市牛島新町5-5 タワートリプルワン18階
電話：076-403-2430
受付時間：9：00～18：00（土日祝日を除く）

なお、ご契約内容、事故、保険金・給付金のご請求につい
ては、保険証券に記載の連絡先にご照会ください。ご本人
であることを確認させていただいたうえで対応させていただ
きます。
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人外国損
害保険協会の対象事業者です。
ホームページアドレス：http://www.fnlia.gr.jp

また、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談
を以下にて受け付けております。
一般社団法人保険オンブズマン
電話：03-5425-7963
受付時間： 9：00～17：00（但し、12：00～13：00を除きます） 

土日・祝日・年末年始等は休みです。
ホームページアドレス：http://www.hoken-ombs.or.jp/

2. 当社が取得する個人情報
当社は、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならび
に諸サービスの提供に必要な以下の個人情報を取得してい
ます。なお、当社では、お電話やメール等の通信手段によ
りご提供された情報（音声を含む）を録音あるいは保存さ
せていただく場合があります。
3. 当社の個人情報利用方法（利用目的）
当社はこれら個人情報を次の目的のために利用します。
（1）  各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保

険金・給付金等のお支払い
（2）  関連会社・提携会社が提供するものを含む各種商品や

サービスのご案内・提供、それに関するご契約の維持
管理

（3）  当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・
サービスの充実

（4） 保険に関連・付随する業務の実施
4. 個人情報の提供
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人情報を外部に提
供することはありません。
（1） ご本人が同意されている場合
（2）  利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部
（当社代理店を含む）へ委託する場合

（3） 再保険の手続をする場合
（4）  ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営す

る情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必
要であると考えられる場合

（5） その他法令に根拠がある場合
5. 個人データの共同利用
次の場合、当社は個人データを共同利用することがあります。
（1） 損害保険業界

   当社は、保険契約の締結または保険金の請求に際して
行われる不正行為を排除するために、損害保険会社等
との間で個人データを共同利用します。また、自賠責
保険における適正な支払のために、損害保険料率算出
機構との間で個人データを共同利用します。

（2） 代理店等情報確認業務
   当社は、損害保険代理店の適切な監督や当社の職員採
用等のために、損害保険会社との間で、損害保険代理
店等の従業者に係る個人データを共同利用します。ま
た、損害保険代理店の委託等のために、一般社団法人
日本損害保険協会が実施する損害保険代理店試験の合
格者等の情報に係る個人データを共同利用します。

（3） 国土交通省への個人データ提供
   当社は、原動機付自転車および軽二輪自動車の自賠責

の無保険車発生防止を目的として、国土交通省が自賠
責保険契約期間が満了していると思われる上記車種の
ご契約者に対し契約の締結確認のはがきを出状するた
め、上記車種の自賠責保険契約に関する個人情報を国
土交通省へ提供し、同省を管理責任者として同省との
間で共同利用します。

（4） グループ会社
   当社では、お客さまの個人情報を日本におけるAIGグ

ループ会社（AIGメンバーカンパニーズ）の間で共同

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社（以下「当社」と
いいます）は、業務上お取扱いさせていただくお客さまの個人
情報を保護することをお約束いたします。個人情報保護の重要
性に鑑み、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」、
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（番号法）」その他の関連法令等を遵守して、個
人情報を適正に取扱うとともに、安全管理について適切な措置
を講じます。また、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正
な手段により個人情報を取得します。

 プライバシーポリシー（抜粋）

委託先におけるお客様情報の保護
当社では、お客様情報を含む業務を当社外に委託する場合の

お客様情報の保護を確実にするため、外部委託の管理に関する

規程と委託先を選定・評価するための当社独自の基準を定めて
います。さらに、委託先におけるお客様情報の安全管理措置の
実施状況を定期的に確認しています。

※ 当社のプライバシーポリシーの主な部分を掲載しています。 
詳細は、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社ウェブサイト（http://www.americanhome.co.jp/）をご覧ください。
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利用する場合があります。この場合においても、それ
ぞれの会社がお客さまの個人データを責任をもって管
理いたします。
［共同利用する個人データ］

 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、
生年月日、その他申込書等に記載された契約の内容

［共同利用の目的］
（a）  上記グループ会社からの商品やサービスのご案

内・提供
（b） ご契約の維持管理
（c） 商品・サービスの充実
（d） その他各社の事業に関連・付帯する業務

6. センシティブ情報のお取扱い
当社は、保険業法施行規則第53条の10に基づき、保健医
療情報等のセンシティブ情報を、次に掲げる場合を除くほ
か、取得、利用または第三者提供を行いません。
（1）  保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人

の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ
情報を取得、利用または第三者提供する場合

（2）  相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限り
において、センシティブ情報を取得、利用または第三者
提供する場合

（3） 法令に基づく場合
（4）  人の生命、身体または財産の保護のために必要がある

場合　公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進
のために特に必要がある場合

（5）  国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた
者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必
要がある場合

7. セキュリティ
当社は、ご本人の個人情報を正確、最新のものにするよう
適切な処置を講じています。また、法令に基づく組織的、
技術的、物理的、人的な各安全管理措置を実施いたします。
8. その他の重要な情報
当社が取り扱う個人情報が、利用目的に照らして信頼できる
ものであるよう、また、本プライバシーポリシーに記載され
た目的を実施するため必要な範囲において正確かつ完全で
あるよう、確実を期すため合理的な措置を講じます。また、
法令による規定・許可により期間延長がなされる場合を除
き、本プライバシーポリシーに概要を記載した目的を達成す
るため必要な期間、個人情報を保持します。
当社が業務委託契約に基づき業務受託者に個人情報を提供
する場合は、かかる業務受託者を慎重に選定するものとし、
また、選定された業務受託者においては、個人情報の秘密
および安全を保護するため適切な措置を講じさせるものとし
ます。当社に代わり個人情報を取り扱う業務受託者は、厳
重なセキュリティ基準を適用することが求められます。万一、
個人情報に関する事故が発生した場合には、当社は迅速か
つ適切に対応いたします。
当社業務のグローバルな性格上、上記の目的のため、（お
客さまが本拠地とする国とは情報保護制度が異なる米国等）
他国に個人情報を送る場合があります。また、当社のグ
ループ会社、業務受託者、取引先および政府・公共機関に
対し、海外へ情報を送る場合もあります。
9. 個人情報取扱いに関する継続的改善
当社は、個人情報の取扱いに関して定期的に見直し、一
層の個人情報保護のために継続的改善に取り組んでまいり
ます。

なお、当社の個人情報の取扱いについてのご質問等は、上
記1.「個人情報に関するお問い合わせ窓口」へご連絡くださ
い。適切に対処いたします。
また、このプライバシーポリシーの内容に変更が生じた場
合、すみやかに当社のウェブサイト等に掲載・公表いたし
ます。
10.  個人情報に関する事項の通知、開示・訂正 
等・利用停止等のご請求

当社は、個人情報に関する事項の通知、開示・訂正等・利
用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確
認させていただいたうえで、適切に対応いたします。なお、
ご要望にお応えできない場合は、ご本人に理由を説明いた
します。利用目的の通知請求および開示請求については、
当社所定の手数料をいただきます。
これらの具体的な請求手続きについては、上記1. のお問い
合わせ窓口までご連絡ください。

Ⅱ. 特定個人情報の取扱いについて
※ 特定個人情報とは、個人番号（マイナンバー）をその内容に含む
個人情報をいいます。

1. 特定個人情報の適正な取得
当社は、適法かつ公正な手段によりお客さまの特定個人情
報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特
定個人情報の提供を求めることはありません。
2.  特定個人情報の取扱い、利用の範囲（利用 
目的）

（1） 利用目的
当社は、取得した特定個人情報を、法令に定められ
た以下の個人番号関係事務を行う目的のために利用し
ます。
（a） 保険取引に関する支払調書等の作成事務
（b）  報酬・料金等、不動産使用料、不動産等の譲受

け対価の支払調書作成事務
（2） 例外

当社は、法令に基づき、次の場合にも特定個人情報の
利用を行うことがあります。
（a） 激甚災害時等に金銭の支払を行う場合
（b）  人の生命、身体または財産の保護のために必要

がある場合であって、本人の同意があり、また
は本人の同意を得ることが困難である場合

3. 特定個人情報に関するお問い合わせ窓口
当社による特定個人情報の取扱いに関するご質問について
は以下のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
個人情報お問い合わせ窓口
電話：076-403-2430
受付時間：9：00～18：00（土日祝日を除く）

当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人外国損
害保険協会の対象事業者です。
ホームページアドレス：http://www.fnlia.gr.jp

また、対象事業者の特定個人情報の取扱いに関する苦情・
相談を以下にて受け付けております。
一般社団法人保険オンブズマン
電話：03-5425-7963
受付時間： 9：00～17：00（但し、12：00～13：00を除きます） 

土・日・祝日・年末年始を除きます。
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商品について

みんなのほすピタる  
（新・医療総合保険）

終身型   定期型

● 総合医療タイプα（アルファ）
基本的な入院・手術の補償と、お客様が任意でお申し
込みされた「オプション補償」をご提供しています。

● ガンタイプ
がんの治療による入院・手術など基本的な補償を備え

たがん保険です。

● 女性疾病タイプ
子宮筋腫や甲状腺の病気などの女性に多い病気とすべ

てのがんを補償します。

● ガン一時金タイプ
がんと診断されたときに、まとまった金額を一括で受け
取っていただける、診断一時金に補償を絞ったシンプル
ながん保険です。

既往症の悪化や再発による入院・手術などを補償する
医療保険です。

持病がある方も安心  
みんなのほすピタる  
（引受基準緩和型医療保険）

終身型   定期型

ガンになったことがある方も 
入りやすいみんなのほすピタる 
 （緩和告知型ガン保険）

終身型   定期型

既往症やがんの治療歴が原因で従来のがん保険に加入
できない方向けのがん保険です。

リスク細分型自動車保険をご提供しています。お客様の利便性を高めつつ、運転する
方の年齢・性別のほか、お車の走行距離区分に応じた合理的な保険料を設定しています。

自動車保険については、2016年12月1日以降に満期更新を迎えるご契約の継続契約の
販売を終了します。

医療保険は、主に病気やケガで入院・手術をした場合や退院後の通院に対する補償などをご提供しています。

お客様に満足していただけるよう、
価値ある商品やサービスをご提供しています。
当社は、2016年 4月 1日より、新規契約の販売を終了し、
既にご加入いただいているご契約の維持・保全に特化しています。
主な保険商品やサービスをご紹介します。

自動車保険

1  主な取り扱い商品一覧

 リスク細分型自動車保険（ファミリー自動車総合保険）

病気・ケガの保険（医療保険）
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50代からの保険

傷害保険は、国内外を問わず家庭や職場、旅行中などにおける交通事故をはじめとした偶然な事故によるケガを補償
します。

火災･地震の保険やゴルファー保険など一部の商品については、2016年4月1日以降に満期を迎えるご契約の継続契約
の販売を終了します。

プレミアガード・プラス
（ 地震・噴火・津波危険補償特約付 
普通傷害保険・家族傷害保険）

定期型

天災を含む日常生活での様々な事故のケガに備える保
険です。

人生よろこんで
（長期補償傷害保険）

定期型

葬祭費用や不慮の事故で亡くなられた場合などを
補償します。満50歳からのシニア世代向けの商品で
す。

地震・噴火・津波危険補償特約付

普通傷害保険・家族傷害保険

まいにち安心
（アクティブシニア傷害保険）

定期型

満50歳からのシニア世代のための、一生涯続けら
れるケガの補償です。

これからだ
（長期補償傷害保険）

定期型

葬祭費用やケガの治療実費などを補償する満50歳
からのシニア世代向けの商品です。

ご家族まるごと保険
（ファミリー交通傷害保険）

定期型

ご家族の交通事故などによるケガに備える保険です。

アメホのダイレクト型 
火災保険
（ファミリー住宅総合保険・地震保険）

お客様のライフスタイルに応じて、火災、風災および
水災等によってお客様の大切なお住まいや家財に生じた
損害を補償します。保険金は、時価ではなく新価（再調
達価額）でお支払いします。

火災・地震の保険、その他の保険

ゴルファー保険
（ 賠償責任保険普通保険約款・ 
ゴルフ特別約款）

ゴルフプレイ中や練習の際、他人にケガをさせてしまっ
た場合の賠償責任、またはご自身がケガをしてしまった場
合やゴルフ場敷地内でのゴルフ用品の損害、ホールイン
ワン・アルバトロス達成時の費用等を補償します。

ケガの保険（傷害保険）
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安心ダイヤル 24

ご自身の健康・医療相談から介護・育児に関するご相談まで、
経験豊富な医療スタッフが24時間・年中無休でお受けします。
ご契約者ご本人だけでなく、ご家族全員が無料でご利用いただ
けるサービスです。

住まい駆けつけサービス

保険の対象となる建物や家財を収容する建物に発生したトラブ
ルの際、お客様のご自宅へ急行し応急処置を行います。

〈主なサービス〉
▪給排水設備のトラブル応急処置
キッチン・トイレ・お風呂場などの水まわりのつまり・水濡れ
等のトラブル時に応急処置を行います。

▪ガラスの破損に伴う応急処置
衝撃や気温差により割れてしまった窓や玄関などのガラスの処
分や養生等の応急処置を行います。

▪玄関の開錠
玄関の鍵をなくしたり、破損した時に開錠または破錠を行います。

▪エアコン・給湯器のトラブルに伴う応急処置
エアコンや給湯器の水濡れや動作不良によるトラブルの際に応
急処置を行います。

※ご契約者向けサービスは、いずれも当社提携会社がご提供します。

ダイレクト・レスキュー（無料ロードサービス）

事故や故障などのトラブルの際に、日本全国でご利用いただ
けます。

〈主なサービス〉
▪事故現場対応サポート
お客様の要請により、事故現場に「ダイレクト・レスキュー」
のスタッフが出動し、事故現場での安全確保や通行車両の誘導
など必要な対応をサポートします。

▪GPS位置確認サービス
事故や故障時に、携帯電話やスマートフォンのGPS機能を使っ

て簡単に現在地を送信いただくことで、速やかに「ダイレクト・
レスキュー」のスタッフが現場に向かうことができます。

▪レッカーサービス
故障や事故で車が自力走行できなくなった場合、レッカー業者

の手配、移送（牽引・陸送等）を行います。

▪トラブル対応サービス
キー閉じ込み、落輪、ガソリン切れなどの車のトラブル発生時

に、「ダイレクト・レスキュー」のスタッフが現場に急行して対応
します。

アメリカンホーム・ダイレクト クラブオフ

ホテル・旅館の宿泊施設やレジャー施設を、お得な割引料金
でご利用いただけます。

セカンドオピニオンサービス

より良い医療の選択のために、日本を代表する各専門分野の
医師（総合相談医）に現在の診断に対する見解や今後の治療方
針などの意見を聞くことができます。
総合相談医との面談の結果、より高度な専門性が必要と判断

された場合には優秀専門臨床医をご紹介します。
※ 補償の対象となるご本人のみ（夫婦型・家族型の場合は配偶者様
も）ご利用いただけます。
※一部の商品はサービスの対象となりません。

心のケア サポートサービス

がんの再発や悪化の不安を常に抱えるお客様の精神的負担を
少しでも和らげたいという想いを込めて、臨床心理士などの「心
の専門家」が、無料でカウンセリングをご提供します。
※ 電話カウンセリングは補償の対象となるご本人・配偶者・被扶養者
が、面談によるカウンセリングは補償の対象となるご本人のみが、ご
利用いただけます。

2  ご契約者向けサービス

すべてのご契約者向け

火災保険のご契約者向け

自動車保険のご契約者向け

「みんなのほすピタる」※および
「私にうれしい医療保険」のご契約者向け

「ガンになったことがある方も入りやすい
みんなのほすピタる」のご契約者向け
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2013年

 1月 ファミリー自動車総合保険「リスク細分型自動車保
険」の料率改定

 9月 ファミリー自動車総合保険「リスク細分型自動車保
険」の料率改定、商品改定（「対物全損時修理差
額費用補償特約」の新設）

10月 傷害保険の料率・約款改定

暴力団排除条項の導入（傷害保険）

引受基準緩和型特約付帯 新・医療総合保険「ガン
になったことがある方も入りやすい みんなのほす
ピタる 応援隊 緩和告知型ガン保険」の発売

新・医療総合保険「みんなのほすピタる 使い方い
ろいろガン一時金タイプ」の発売

12月 交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険「自転
車にのっていても安心 みんなののりもの保険」の
発売

2014年

 1月 新・医療総合保険「みんなのほすピタる 総合医療
タイプα（アルファ）／ガンタイプ／女性疾病タイプ」
の商品改定（「短期払」プランの新設）

 5月 ファミリー自動車総合保険「リスク細分型自動車保
険」の料率改定、商品改定（「年間走行距離区分
別料率」の新設）

 7月 ファミリー住宅総合保険「アメホのダイレクト型火
災保険」の発売

10月 暴力団排除条項の導入（医療保険・自動車保険等）

2015年

 1月 ファミリー自動車総合保険「リスク細分型自動車保
険」の料率改定

10月 傷害保険の料率改定

2016年

 1月 ファミリー自動車総合保険「リスク細分型自動車保
険」の料率改定

3  新商品の開発状況（含む料率改定）

当社は監督官庁の認可を得て、他の保険会社から業務・事務の委託を受けています。
（主な業務・事務の受託）

AIG富士生命保険株式会社の代理店として、同社の各種生命保険を販売しています。

4  他の保険会社の保険業に係る業務の代理・事務の代行業務
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株主総会

会計監査人

取締役会

経営会議

内部監査

監査役会

保険計理人

業務執行
お客様サービス向上

商品管理・引受

経理財務

保険金サービス

システム

経営企画

カスタマーリレーション

リスク統括

人事

リテンションマーケティング

コンプライアンス

教育・育成

コンプライアンス委員会
リスク・キャピタル委員会
プロジェクト・ガバナンス委員会

人事委員会
保険金支払再審査会
投融資委員会

商品開発・改善審査委員会
システム委員会

報
告

指
示 監

査

堅実な企業経営でお客様の利益を守ります。
健全かつ適正な業務運営の確保を目指して。
当社は、お客様に選ばれ続ける会社となるため、ガバナンスの強化と、
リスク管理態勢の充実およびコンプライアンスの徹底に努めています。

経営について

当社は、保険業法および会社法の要件にもとづき、取締役会
を中心とする経営管理（ガバナンス）態勢を確立しています。取
締役会では、経営上の重要事項を決議するとともに業務執行の
監督を行います。取締役会から独立した監査役会は監査方針お
よび監査計画を策定し、取締役の業務執行の監査を行います。
また、意思決定の迅速化および権限・責任の明確を図るため
に執行役員制度を採用し、執行役員は担当分野の業務の執行責

任を担います。加えて、取締役会の下位組織として経営会議を
設置しています。経営会議は取締役会より権限委譲された範囲
内で、執行役員からの業務報告にもとづき、定期的な事業計画
の進捗管理を行い、目標達成状況の把握および必要に応じた改
善策、強化策等の指示を行います。さらに、経営会議の機能を
補完するために各種委員会を設置しています。

1  経営管理（ガバナンス）態勢

当社は、すべての部門や業務を対象に、リスクが高い分野や
コントロールが不十分な可能性のある分野を特定したうえで、内
部監査を実施し、内部管理態勢等の適切性、有効性のモニタリ
ングならびに評価を行っています。内部監査を通じて発見した事
項と関連するリスク、および改善策や是正措置は、取締役会等
に報告され、経営目標の達成に向けた有益な情報として活用さ

れています。
内部監査室は、代表取締役社長兼CEOの直轄組織となってお

り、監査結果を取締役会、監査役ならびに親会社の内部監査部
長に直接または間接的に報告する仕組みも保持し、内部監査室
の独立性を確保しています。

 内部監査態勢

（2016年6月1日現在）
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当社の前身であるアメリカン・ホーム・アシュアランス・カン
パニー日本支店は、1960年に日本における損害保険の事業免許
を取得して以来、半世紀以上にわたり日本での事業を展開して
きました。その間、日本で初めて傷害保険の通信販売やリスク
細分型自動車保険の販売を開始したほか、シニア向け傷害保
険、医療保険を発売するなどの取り組みを続け、2012年には、
がん経験者やがん以外の既往歴をお持ちの方でもお申込みいた
だけるがん保険を発売しました。

2014年4月1日には、米国「アメリカン・ホーム・アシュアラ
ンス・カンパニー」の日本支店から、日本法人の「アメリカン
ホーム医療・損害保険株式会社」となり、これまで以上に、日
本に根付いた、社会にとって意義のある企業となるべく、CSRを
AIGグループとして、強化・推進してまいります。
当社のビジョンは、「お客様のこれまでの信頼に応え、これか

らも『お客様に選ばれ続ける会社』であることを目指します」で
す。ビジョンを実現するために、わたしたち役職員すべては、

損害保険事業のもつ高い社会性と公共性を認識し、CSRにおい
て最も重要な要素であるコンプライアンスを徹底しています。
また、事業活動を行うにあたって人権を尊重することは企業と

して必要不可欠であり当然のことです。当社では、個人の多様
な価値観や個性を尊重し、人種・宗教・性別・国籍・年齢・そ
の他の事由にもとづくあらゆる差別的な行為を禁止するととも
に、人権意識の啓発と向上に努めています。そして、当社の事
業活動に関わる様々な利害関係者との円滑なコミュニケーション
を通して、地域・社会・環境への責任を果たしていくことが大切
であると考えています。
さらに、当社では社会貢献活動にも積極的に取り組んでいま
す。「次世代を担う子どもたちと、障がいや病気などの困難に立
ち向かう『人』を応援する」という方針のもと、東京や富山・
沖縄などの当社各拠点を中心に様々な活動を実施しています。
このような考え方や取り組みを通じて、今後も日本に根付いた
損害保険会社として企業の社会的責任を果たしてまいります。

当社は、業務運営の有効性・効率性の向上、財務報告の適正
性及び信頼性の確保、法令等の遵守、資産の保全を目的とし
て、会社法及び会社法施行規則にもとづき、取締役会にて「内

部統制基本方針」を定め、内部統制システムの構築・運用に取
り組んでいます。2015年4月23日の当社取締役会において、同
日付の「内部統制基本方針」の改定を決議いたしました。

2  CSR（企業の社会的責任）に対する考え方と取り組み

3  業務の適正を確保するための体制

内部統制基本方針（2016年3月31日時点）

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社（以下「当社」
という。）は、会社法に従い、また、当社の保険持株会社で
ありアメリカン・インターナショナル・グループ・インク（以
下「AIGインク」という。）の日本における地域統括会社で
あるAIGジャパン・ホールディングス株式会社（以下
「AIGJH」といい、AIGJHとその子会社を総称して「AIGJH

グループ」という。）が定める各種基本方針等に則り、以下
のとおり内部統制基本方針を定め、これにもとづき、当社
の業務の健全かつ適切な運営を確保するための内部統制シ
ステムを構築し、運用する。
1. 業務の適正を確保するための体制
（1）  当社は、AIGJHおよび当社が定めた各種基本方針等に

則り、業務運営を行う。また、当社は、AIGJHとの間で
締結された経営管理契約に従い、AIGJHグループ全体
の経営に影響を与える重要事項の決定に係る承認を取
得し、また、当社業務の重要事項に係る事前相談およ
び報告をAIGJHに対して行うなどの適切な対応を行う。

（2）  当社は、財務報告の適正性と信頼性を確保するため、
「経理方針」を定め、必要な体制を整備する。

（3）  当社は、経営の透明性と健全性を確保するため、法令
等に定める情報の適切な開示に必要な体制を整備す
る。

（4）  当社は、AIGJHグループに属する会社を含むAIGイン
クのグループ会社との取引の公正性および健全性を確
保するため、「グループ会社間取引管理方針」を定め、
必要な体制を整備する。

2.  取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令お
よび定款に適合することを確保するための体制

（1）  当社は、「コンプライアンス基本方針」を定め、当社の
すべての取締役、執行役員（以下「取締役等」とい
う。）および使用人は、コンプライアンスの担い手とし
て、当該基本方針および「AIG行動規範」等に従い、
高い倫理観をもって、コンプライアンスの推進に取り組
む。また、これらの者がコンプライアンスを実践する
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ための手引書として「コンプライアンス・マニュアル」
を作成するとともに、遵守すべき法令や社内規程等に
関する研修を実施し、コンプライアンスを重視する企
業文化・理念の徹底を図る。

（2）  当社は、コンプライアンス推進のため、コンプライア
ンス部門責任者、コンプライアンス統括部門および
「コンプライアンス委員会」等の組織・体制を整備す
る。また、コンプライアンス体制を維持・確立するた
め、「コンプライアンス・プログラム」等の具体的な活
動計画を年度ごとに策定し、定期的に進捗状況を確認
する。

（3）  当社は、保険募集に関する法令等遵守を確保し、適正
な保険募集を実現することにより、顧客の保護を図る
ため、「保険募集管理に係る取組方針」を定め、必要
な体制を整備する。

（4）  当社は、顧客の保護および不祥事件や法令・社内規程
違反の未然防止、再発防止等を図るため、不祥事件・
社内規程違反の定義・対象・報告ルール等を定めた「不
祥事件に関する規程」を定め、必要な体制を整備する。

（5）  当社は、顧客からの苦情・相談に適切に対処するとと
もに、迅速かつ適切な保険契約の管理と保険金等支払
いを行うため、「「お客様の声」に関する対応方針」、
「保険契約管理方針」および「保険金支払基本方針」
を定め、必要な体制を整備する。

（6）  当社は、法令や社内規程等に違反する行為またはその
おそれのある行為への迅速かつ適切な対処を図るた
め、通常の報告ルートに加え、当社が設置する内部通
報窓口およびAIGJHが設置する「AIGジャパンヘルプラ
イン」への通報を可能とする体制を整備する。

（7）  当社は、顧客情報を保護するとともに、機密情報その
他の情報を適切に管理するため、「プライバシーポリ
シー」、「お客様情報等保護規程」および「システムリ
スク管理規程」を定め、必要な体制を整備する。

（8）  当社は、顧客の利益が不当に害されることがないよう、
利益相反のおそれのある取引を管理するため、「利益
相反管理方針」を定め、必要な体制を整備する。

（9）  当社は、反社会的勢力の不当要求等に対して毅然と対
応、拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断
するため、「反社会的勢力による被害を防止するための
基本方針」を定め、必要な体制を整備する。

（10）  当社は、内部監査の実効性を確保するため、「内部監
査基本方針」を定め、被監査部門とは独立した内部監
査部門を設置する。内部監査部門は、AIGJHが組織す
る内部監査部門と連携し、効率的かつ実効性のある内

部監査を実施するために必要な体制を整備する。内部
監査部門は、年度ごとに策定する内部監査方針および
内部監査計画に基づき、当社のすべての業務を対象と
した内部監査を適切に実施し、必要に応じて対象部署
に対して改善を指示するとともに、内部監査結果およ
び改善状況等を定期的に取締役会に報告する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）  当社は、統合的リスク管理体制を確保するために、「統

合リスク管理方針」および「リスクアペタイト方針」等を
定め、リスク管理に必要な体制を整備する。さらに、将
来にわたって、当社が財務の健全性を確保するために、
リスクとソルベンシーの自己評価の体制を整備する。
①  当社は、当社に内在する各種リスクを把握し、統合
的なリスク管理を適切に行うため、リスク管理部門
責任者、リスク管理部門を置くなど、組織体制を整
備する。

②  当社は、「リスク・キャピタル委員会」を設置し、リ
スク管理に関わる事項の審議、リスク状況の評価を
行い、その活動状況等を踏まえてAIGJHと適宜連携
し、適切なリスク管理を行う。

（2）  当社は、当社が直面する多様なリスクに見合った十分
な自己資本を確保するため、「自己資本管理方針」を
定め、自己資本に係る基準値を設定するほかリスクとソ
ルベンシーの自己評価を行う自己資本管理を行い、そ
の状況を踏まえてAIGJHと連携し、適切な自己資本管
理を行う。

（3）  当社は、事業の継続を適時、適切に確保するため、
「災害リスク管理規程」を定め、事業継続計画、危機管
理計画、災害対策計画等を策定し、訓練を実施する
等、事業継続管理体制を整備するとともに、事業継続
管理に関わる教育を行い、周知徹底を図る。

4. 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）  当社は、経営管理契約に基づきAIGJHグループの経営

戦略に則って経営計画を策定するとともに、当計画の
進捗状況を確認する。

（2）  当社は、効率的かつ適正な業務執行が行われることを
確保するため、「取締役会規程」、「組織職制規程」お
よび「業務分掌規程」その他社内規程を定め、必要な
体制を整備する。

（3）  当社は、取締役会の決議に基づき、経営会議その他の
会議体を設置し、経営上の重要事項や業務執行に関す
る事項を協議しまたは決議する。

（4）  当社は、会社業務の適確かつ迅速な執行に資するた
め、執行役員制度を採用する。
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（5）  当社は、正確かつ強固なITシステムを構築するため、
必要な体制を整備する。

（6）  当社は、AIGJHグループ全体の成長に向けた行動憲章
に基づき、当社の取締役等および使用人が参画する弛
まぬ企業文化の変革を推進する。

5. 職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、「記録・情報管理規定」を定め、取締役会、委

員会など重要な会議の議事録をはじめ、取締役の職務執行
に係る重要な文書等を適切に保存し、管理する。
6.  監査役の職務を補助すべき使用人の取締役等からの独
立性に関する事項および監査役による当該使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項

（1）  当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置く
ことを求めた場合には、その職務を補助する能力と専
門性を有する使用人（以下「監査役補助者」という。）
を配置する。

（2）  監査役補助者の取締役等からの独立性を確保するた
め、監査役補助者の選任・解任、処遇・人事評価およ
び懲戒処分は、常勤監査役の事前合意を必要とする。

（3）  当社は、監査役補助者の業務遂行に係る不当な制約を
行わない等、十分に配慮する。

（4）  当社は、監査役の事前合意なく監査役補助者について
実務部門を兼務させない。また、監査役補助者は、監
査役補助者としての職務執行の範囲においては、取締
役等および使用人の指揮命令系統には属さず、監査役
の指揮命令に従う。

7. 監査役への報告に関する体制
（1）  取締役等は、法令に定める事項、経営、財務、コンプ

ライアンス、リスク管理、内部監査の状況のほか、事
業・組織に重大な影響を及ぼす承認事項、内部通報制
度における通報状況およびその内容（以下「報告事項
等」という。）について監査役に報告する。また、使用
人は、報告事項等について監査役に報告することがで
きる。

（2）  取締役等および使用人は、報告事項等について、
AIGJHの監査役に報告することができる。

（3）  取締役等および使用人は、監査役から報告を求められ
た場合には速やかに対応する。

（4）  当社は、監査役に前各号の報告を行ったことを理由とし
て、これらの者に対して不利益な取扱いをしない。

（5）  監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議、委員
会またはその他の重要な会議に出席し、意見を述べる
ことができる。

（6）  監査役は、取締役会、経営会議、委員会またはその他

の重要な会議の議事録、取締役等および使用人が決裁
を行った書類等を、いつでも閲覧することができる。

8.  監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関
する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用または債務は、
当社が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明し
た場合を除き、当社が負担する。
9.  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する
ための体制

（1）  取締役会は、監査役の職務執行のために必要な監査環
境を整備する。

（2）  取締役等、使用人および内部監査部門は、監査役から
求められた場合には、監査役の監査に協力する。

（3）  代表取締役および業務執行取締役は、定期的に監査役
との間で監査上の重要課題などについて意見を交換し、
また、監査役が会計監査人と意見交換を行う機会を確
保する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の
概要は、以下の通りです。
1. 業務の適正を確保するための体制
•  当社は、親会社であるAIGジャパン・ホールディングス
株式会社（以下「AIGJH」という。）及び当社が定めた
各種基本方針に則り、業務運営を行っています。当社は
AIGJHとの間に経営管理契約を締結し、グループ全体の
経営に影響を与える重要事項の決定に係る承認をAIGJH

から取得し、当社業務の重要事項に係る事前相談及び報
告をAIGJHに対して行っています。

•  経営ガバナンスの強化について、当社では代表取締役
社長及びその他の執行役員が経営を担い、AIGJHのメ
ンバーが取締役（非常勤）としてその監督にあたるこ
とを基本とし、監督と執行が分離する態勢を実施してい
ます。

•  経理財務部門は、経理方針にもとづき、経営成績と財務
状態に関する適正な判断資料を遅滞なく経営層に提供
し、経営企画部は保険業法にもとづくディスクロー
ジャー誌を作成しています。

2.  取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令お
よび定款に適合することを確保するための体制

•  当社は、グループで標準化された「コンプライアンス基
本方針」等にもとづき、すべての役職員が高い倫理観を
もってコンプライアンスの推進に取り組む態勢を整備し
ています。

•  コンプライアンス・オフィサーをコンプライアンス最高
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責任者とし、コンプライアンス部門が実務を統括してい
ます。コンプライアンス部門では、役職員がコンプライ
アンスを実践するための手引である「コンプライアン
ス・マニュアル」を整備・管理し、必要に応じて研修を
実施する等、コンプライアンスを重視する企業文化・理
念の徹底を図っています。また、経営管理契約にもとづ
きコンプライアンス・プログラム及びその進捗状況につ
いてはAIGJHに報告を行っています。特に、保険募集に
関する法令等遵守の確保、内部通報制度の整備、情報
セキュリティーの管理、利益相反のおそれのある取り引
きの管理、反社会的勢力に対する取り組み等を適正に管
理、推進する態勢を整備しています。

•  内部監査部門は、「内部監査基本方針」等にもとづき、
被監査部門に対して十分な牽制機能を発揮するための独
立性を確保しています。また、グループとして監査の品
質、実効性及び効率性を確保する観点から、当社の独
立性を確保しつつ、AIGJHに当社の監査を業務委託し、
グループ内の監査リソースやノウハウ等の共有が可能と
なる態勢を整えています。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
•  当社はグループで標準化された「統合リスク管理方針」、
「リスクアペタイト方針」等にもとづき、統合的リスク管
理に必要な事項を定め、態勢を整備しています。

•  リスク管理部門及び経理財務部門はリスク・キャピタル
委員会において、リスク管理及び資本管理に関する事項
を協議、決議することで、リスク・資本管理状況を管理
しています。

•  事業継続管理業務については、「災害リスク管理規程」
を定め、AIGJHの指導の下に策定した「BCMプログ
ラム」で定められた計画や訓練等の項目を実施してい
ます。

4.  職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制

•  当社は、グループとしての経営方針及び中期経営計画に
もとづき、経営戦略及び目標を定め、経営資源の配分
を行っています。

•  当社では、各種社内規程にもとづいて職務権限、意思
決定及び業務遂行のルールを明確化することにより、適
正かつ効率的に職務の執行が行われる態勢を整備してい
ます。また、取締役会の委任にもとづき迅速な意思決定

や取締役会の承認を要する重要事項の事前審議を行うこ
と等を目的として、経営会議その他の委員会を設置して
います。

•  システム部門においては、システム企画・開発・運用に
関する事項の決議、協議、審議・報告を行うシステム委
員会を開催し、当社のシステムリスクについて、経営陣
と共有し、議論する態勢を整備しています。

5. 職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
•  当社は、取締役会や委員会等、重要な会議の議事録を
はじめ、取締役の職務執行に係る重要な文書等について
作成、保管、管理を行っています。

6.  監査役の職務を補助すべき使用人の取締役等からの独
立性に関する事項および監査役による当該使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項

•  当社は、監査役の職務を補助する能力と専門性を有する
監査役補助者を配置しています。

7. 監査役への報告に関する体制
•  監査役は、取締役会を含む重要な委員会等に出席して
おり、それらの会議において、法令に定める事項や経営
に重大な影響を及ぼす事項等について報告を受けてい
ます。

•  当社は、監査役が監査業務を適正に遂行するために、
「監査役への報告事項に関する規程」を制定し、取締役
及び使用人が重要情報等を適時・適正に報告する態勢を
整備しています。

8.  監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関
する事項

•  監査役の職務の執行について生ずる費用または債務は
当社が負担するものとし、監査役が申請を行った結果、
支払われなかったものは経理財務部門に報告されるプロ
セスとなっています。

9.  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する
ための体制

•  各執行役員及び部門長が重要情報や不適切情報を適
時・適正に報告するための態勢を整備することにより、
監査役が職務を遂行するための監査環境を整備してい
ます。

•  さらに、当社の監査役は、内部監査部門や会計監査人と
も定期的な意見交換等を行い、十分に連携を行ってい
ます。
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オペレーショナルリスク保険リスク 資産運用リスク

規制緩和と自由化の進展により保険会社を取り巻く経営環境
は大きく変化し、保険会社が直面しているリスクはますます多様
化・複雑化しています。こうした環境のもと、当社では、経営
上のリスクに的確に対応し、適切かつ効率的な業務運営を確保
しつつ、健全な経営基盤の維持・強化を図るために、リスク管
理を経営の重要課題と位置付け、その態勢の充実と実効性の向
上に努めています。

リスク管理の基本方針
当社では、様々なリスクを的確に把握し適切にコントロールす

るために、「リスクアペタイト方針」および、「統合リスク管理方
針」を制定し、リスク管理の目的、管理対象リスク、管理担当部
門、管理方法、報告・モニタリングの方法などを定めています。

統合リスク管理
当社は、各部門単位のリスク管理の状況を会社横断的かつ総
合的に管理するために、「リスク・キャピタル委員会」を設置し
ています。同委員会は、個々のリスクの管理担当部門が把握・
分析・評価した結果の報告を定期的に受け、個々のリスクの管
理状況をチェックするとともに、先行きを見据えた視点を持って
会社全体に影響を及ぼすリスクに対する予防的対策や対応措置
の検討・指示を行います。また、経営の健全性確保の観点か
ら、ソルベンシー・マージン基準にもとづいて算出した個々の
リスクのリスク量を合算した総リスク量の限度額やアラームポイ
ントを設けています。総リスク量がそれらと比較してどのような

状況にあるかをモニタリングすることにより、保有する総リスク
量が異常危険準備金等を含む実質自己資本に対して過大となら
ないよう、またソルベンシー・マージン比率を適正な水準に維
持できるよう管理しています。
「リスク・キャピタル委員会」は、経営陣が経営上のリスクに
適時・適切に対応できるよう、経営会議の構成員が参加する体
制としています。

リスク管理の方法
当社では、リスクを定性・定量の両面から把握し、管理の対
象とするリスクにそれぞれの特性に応じた管理の指標や手法を定
めています。リスク量を計量化して把握・管理することが可能な
リスクについては、 可能な限り定量指標を用いた管理を行うとと
もに、計量化方法の高度化・精緻化に取り組んでいます。また
定量的リスク管理を補完するために、首都直下地震や金利の変
動等のストレスシナリオを想定したストレステストを実施し、経
営判断に活用するため、「リスク・キャピタル委員会」に報告し
ています。計量化が困難あるいは計量化に至っていないリスク
については、リスクの状況を定性的に把握し、リスクが顕在化し
ないよう管理し、また顕在化した場合には速やかに対応すること
で、リスクの回避・抑制に努めています。
また「リスクとソルベンシーの自己評価に関する報告書

（ORSAレポート）」をAIGJHと共に作成し、現在および将来のリ
スクと資本等の十分性の検証を行い、経営戦略に活用していま
す。

4  リスク管理の態勢
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管理対象リスク
リスクカテゴリー 内　　容

保険リスク
保険金支払のタイミングや保険事故発生率などの基礎率の実績が料率算定時の予定と乖離
したこと、および実際の保険金支払のタイミングもしくは金額が当該保険金の支払いに備
えて積み立てた準備金に対して変動したことにより、損失を被るリスク

資産運用
リスク

市場リスク
および
金利リスク

市場リスク変数の変化が当社の利益、資本、経済価値に好ましくない効果を及ぼすリスク
（市場リスク）、および金利の変化が当社の利益、資本、経済価値に好ましくない効果を及
ぼすリスク（金利リスク）

信用リスク
債務履行時に債務のすべてを期日どおりに履行できないか、または履行する意志がないと
いったことによる、当社への直接または偶発性の金融債務をもった債務者から発生する損
失のリスク

流動性リスク 流動性の不足により将来の支払義務が不履行になるリスク、および市場の混乱等により著
しく不適正な条件で取引を余儀なくされることにより経済的損失を被るリスク

オペレーショ
ナルリスク

事務リスク
手続きに定められたとおりに事務処理を行うことを怠る、過失を犯す、あるいは不正を起
こすことなどにより、または、実務規程の整備が不十分、あるいは規定する業務プロセス
自体に不備があることに起因して不適切な事務が行われることにより、お客様に損失が発
生するリスクおよび会社が損失を被るリスク

システムリスク
コンピュータシステムのダウン、誤作動、不正使用等によりお客様や会社が損失を被るリ
スク、および情報セキュリティの不備によるお客様や会社に関する情報の毀損、漏えいに
より損失を被るリスク

事故・災害
リスク

予測を超える自然災害、不慮の事故、テロ等による非常災害に対する予防・減災対策や災
害対応体制が整備されていないことにより事業の継続が困難になるリスク

外部委託リスク 社外に委託している業務に関して、当社の業務の適切な運営または適正な業務の品質を確
保できなくなる事態が生じることにより損失を被るリスク

保険金支払管理
リスク

保険金支払いにおいて、当社社員のヒューマンエラーや管理態勢の不備等により、不適切
な保険金の不払い・未払いが発生し、契約者等にご迷惑をおかけするリスク

人事・労務
リスク

従業員の雇用、労働環境、人材育成、人員配置、職場の安全面等の当社の人事活動が不十
分であることにより被るリスク

法務・コンプライアンス
リスク

法令・規制・規則・関連自主規制および行動規範等に準拠しなかった結果として会社が受
ける法律上または規制上の処罰、財務的損失あるいは評判の低下を被るリスク

レピュテーショナル
リスク

マスコミ報道・風評等に起因して、会社の信用やブランド価値等が悪化し、契約の減少・
解約の増加といったお客様離れや会社の業績に悪影響が生じる等の事態が発生することに
より損失を被るリスク

適正かつ的確な保険契約の引受を行うための引受基準および
引受権限を保険種目ごとに定めています。また、損害率などを
中心に収支の状況を定期的に把握・分析し、必要に応じて商品
の改廃や料率・引受基準の見直しを行っています。加えて、内
部監査部が行う内部監査や保険引受部門による点検により、各
部門が基準や権限に沿って引受を適切に行っているかを定期的
に確認しています。また、適正な責任準備金や支払備金を積み
立てるとともに、再保険を利用して保険引受の集積リスクの分散
と当社が保有する保険リスクの軽減を図っています。
（再保険について）
再保険とは、保険金支払責任の一部または全部を他の保険会
社に転嫁する仕組みで、保険会社間で行う保険取引です。当社
が再保険を利用して他社にリスクを転嫁する場合（出再）には、

再保険会社の倒産などにより再保険金が回収不能とならないよ
う個々の出再先の信用力を確認するとともに、特定の再保険会
社に過度のリスクが偏らないよう出再先の分散を図っています。
例えば、代表的な集積リスクの「地震災害リスク」については、
傷害保険では特約再保険による出再を行っています。また、火
災保険と同時に引き受ける地震保険では日本地震再保険株式会
社に出再し、さらに日本地震再保険株式会社が再々保険として
損害保険会社各社と日本の政府に出再しています。一方、当社
が再保険の引受を行う場合（受再）には、リスクの内容・保険
金額・再保険料（率）・再保険手数料・受再したリスクの出再に
よる危険分散の方法などを慎重に判断して引受の可否を決定し
ています。

 保険リスク
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保有する資産の価値の変動や、運用資産の管理が適切に行わ
れていないことなどに起因した損失の発生を回避・抑制するた
めに、市場・金利リスクおよび信用リスクの管理を行い、健全
な資産運用に努めています。また、保険期間が長期の医療保険
の増加という負債特性の変化を踏まえ、資産と負債の総合管理
（ALM）についての分析結果や管理状況を定期的にリスク・キャ
ピタル委員会および投融資委員会に報告を行っています。
〈市場・金利リスク〉
株価や為替レート等が変化することによる市場リスクと金利の
変化による金利リスクについて個々にリスクの状況を把握・管理
しています。また、金利、為替、株価などの異なるリスクを可
能な限り統一的な尺度で把握して市場リスク全体を総合的に管
理するために、ベーシス・ポイント・バリュー（BPV）を用いた
感応度分析やバリュー・アット・リスク（VaR：予想最大損失額）
の計測を行っています。

VaRについては一定のリスク・リミットやアラームポイントを設
けて、市場リスク全体のリスク量が過度に大きなものとならない

よう管理しています。また、VaRは通常の金融市場環境を前提に
して計測するものであるため、VaRを補完するものとして、金利、
為替、株価が予想を超えて変動した場合の損失額を把握するス
トレステストを実施しています。これらの計測結果を、投融資委
員会ならびにリスク・キャピタル委員会に定期的に報告し、経営
陣が市場リスクの状況を定期的にモニタリングする体制としてい
ます。
〈信用リスク〉
債務者から発生する信用リスクについて、社内格付けにもとづ

く与信額管理や集積状況のモニタリングなどを実施するととも
に、VaRの計測を行うことでリスクの状況を把握・管理していま
す。また、資産の健全性を確保するために資産の自己査定に関
する要領を策定し、自己査定の基準や実施の体制を明確にする
とともに、定期的に自己査定を実施し、その結果にもとづいて
適切な引当・償却を行っています。
これらをリスク・キャピタル委員会に定期的に報告し、経営陣が
信用リスクの状況を定期的にモニタリングする体制としています。

日々の資金繰りを管理するほか、将来のキャッシュ・フローの
予測やストレステストを行い、巨額の保険金支払いなどが発生し

た場合でもそれに対応できる流動性の高い資産を十分に確保す
るように努めています。

オペレーショナルリスクは、当社の業務に多種・多様に内在す
る特性をもつリスクです。当社では、以下のリスクを統合リスク
管理の対象リスクとしています。また、毎年1回、会社のビジネ
スに影響を及ぼす可能性のある重要なリスク項目の洗い出しと
評価を実施し、対策を取る必要があるリスク項目への対応計画
を策定することにより、リスクの軽減または解決に取り組んでい
ます。
〈事務リスク〉
各種規程類や事務処理マニュアル等を整備するとともに、各
部門が実施する自主点検などを通じて事務管理や業務処理の水
準の維持・向上に取り組んでいます。また、各部門で発生した
事務ミスやトラブルに起因した事務事故の報告ルールを定め、
情報を社内で共有し再発防止を図るとともに、必要に応じてミス
の原因となった手続きや手順を見直しています。これらにより事
務リスク顕在化の未然防止とリスク抑制に努めています。
〈システムリスク〉
万一のシステム障害の発生に備えて主要なシステム機器・ネッ

トワーク構成・通信回線を二重化しているほか、セキュリティID

による入退室管理、アクセス制御によるコンピュータ使用管理な
どの諸対策の実施を通じて、システムの安全確保と情報資産の

保護に努めています。また、システム監査等により、それらの
状況を定期的にモニタリングしています。
〈事故・災害リスク〉
首都直下地震などの大規模な自然災害の発生や新型インフル

エンザなどの感染症の流行を想定した事業継続計画（Business 

Continuity Plan）を策定しています。また、事業継続計画の実
効性を確保するために全社的な緊急連絡訓練や重要業務を対象
にした業務継続訓練を定期的に実施しています。
〈外部委託リスク〉
適切な外部委託を実施するために、委託決定と委託先の選
定・評価・契約を行う際に必要な事項を社内規程に定めていま
す。特に、お客様情報を取り扱う業務を委託する委託先につい
ては、委託先を選定・評価するための当社独自の基準を設け、
お客様情報の安全管理措置の実施状況を十分に確認したうえで
委託を行っています。また、委託先に対する定期的なモニタリ
ングを実施し、外部委託リスク顕在化の未然防止とリスク抑制に
努めています。
〈保険金支払管理リスク〉
当社では、適切な保険金支払態勢を構築するために、「保険
金支払審査会」による保険金支払事由に該当しないと判断され

 資産運用リスク

 流動性リスク

 オペレーショナルリスク
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責任準備金が健全な保険数理にもとづいて積み立てられてい
ることを確認するため、保険計理人は、法令および公益社団法
人日本アクチュアリー会の「損害保険会社の保険計理人の実務
基準」※1に従い、責任準備金が適正に積み立てられていること、
また、責任準備金が将来の保険債務の履行に支障を来すおそれ
があると認められない水準であることを確認しています。
特に、医療保険等の長期（保険期間1年超）の第三分野保険

については、医療政策等の外的要因による影響を受けやすく長
期的な不確実性を有していることから、将来のリスクに備え十分
な責任準備金を確保する必要があります。
当社では、長期の第三分野保険について、過去の保険金発生
率をもとに、統計的な手法を用いて合理的に将来の保険金発生
率を予測し、保険金発生率が通常の予測を超える場合であっても
現在の責任準備金が不足しないことを確認しています※2。

その結果、責任準備金が適正に積み立てられ、また十分な金
額が確保されていることが確認できたため、責任準備金の追加
積み立ては行っていません。

※1  「損害保険会社の保険計理人の実務基準」は、法令に従い公益社団法
人日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が認定した基準です。

※2  平成10年大蔵省告示第231号にもとづき、長期の第三分野保険につ
いてのストレステストを実施しており、以下に示す①が②を下回らな
いとき、「保険金発生率が通常の予測を超える場合であっても現在の
責任準備金が不足しない」と判断しています。

 ① 責任準備金の基礎となっている予定保険金発生率にもとづく、将来
10年間の保険金推定額

 ② 実績保険金データを基礎として算出した、99%の信頼度で将来の水
準をカバーする保険金発生率にもとづく将来10年間の保険金推定額

当社は、収受した保険料等について、保険金支払の備えとし
て重要であることから、安全性・流動性・収益性に留意した運
用を行うことを基本方針としています。
具体的には安全かつ安定的な収益を確保すべく、信用度の高

い円貨建債券を中心とした運用を行っております。また、為替
ヘッジ付きの外貨建債券投資等を行って運用の多様化や収益性
の向上に取り組んでいます。

6  責任準備金の確認についての合理性および妥当性

5  資産の運用

た事案の検証や、「再審査会」によるお客様が当社の判断にご了
承いただけない場合の再審査を行う制度を設けており、また災
害時における保険金支払業務継続のための環境の整備を行うこ
とで、保険金支払管理リスク顕在化の未然防止に努めています。
〈人事・労務リスク〉
人事部門による当社社員のキャリア面談の実施やワークライフ

バランスの向上のための取り組みを行うことで、人事・労務リス
クの軽減を図っています。
〈法務・コンプライアンスリスク〉
当社では、法務・コンプライアンスに関わる問題行為を防

止・発見・対処する仕組みを構築したうえで、その仕組みが有
効に機能しているかを定期的に点検・評価し、改善が必要とさ
れた事項に対する対策を講じることによって、法務・コンプライ
アンスリスクの回避・軽減を図っています。
〈レピュテーショナルリスク〉
当社あるいは当社の業務に関わる情報を適時・適切に発信ま

たは開示することを通じて経営の透明性を高めるよう努めていま
す。また、当社あるいは当社の業務に関わる風評やその拡大に
つながる恐れのある事態が発生した場合の報告や対応を明確に
することにより、リスクの軽減および拡大防止に備えています。

企業の社会的責任がますます重要視される中、当社では、損
害保険事業のもつ高い社会性と公共性を認識し、社会から要請
される企業倫理を守り、「お客様のこれまでの信頼に応え、これ

からも『お客様に選ばれ続ける会社』であることを目指す」と
いうビジョンの実現に向け、真にお客様中心主義を実現するた
め、コンプライアンスの徹底に努めています。

7  コンプライアンス（法令等遵守）
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コンプライアンスの基本方針
当社は、コンプライアンスを経営の重点方針に掲げ、当社の
役職員一人ひとりが日常においてコンプライアンスを実践してい
くための原則・基準をまとめた、「コンプライアンス基本方針」
を策定し、役職員への周知徹底を図っています。

コンプライアンス推進組織体制
当社では、コンプライアンスを推進するために、営業推進部
門から独立したコンプライアンス・オフィサーを任命するととも
に、コンプライアンスに関連する諸問題を部門横断的な観点か
ら検証するコンプライアンス委員会を設置しています。また、コ
ンプライアンス統括部が会社全体のコンプライアンスに係る教
育・研修や内部管理態勢の点検・指導を主導するとともに、コ
ンプライアンス・オフィサーが部門ごとにコンプライアンス担当
者を任命し、コンプライアンス・オフィサーの指示のもと、当該
担当者が各部門においてのコンプライアンス活動を推進し、各
部門の社員に対してコンプライアンスの重要性を周知徹底する
体制としています。

コンプライアンス・プログラムの策定・実行
当社におけるコンプライアンスの推進は、事業年度ごとの具
体的な活動計画であるコンプライアンス・プログラムに沿って実
施されます。コンプライアンス・プログラムは、取締役会にお
いて策定され、実行されます。コンプライアンス委員会は、コ
ンプライアンス・プログラムの進捗状況を定期的にモニタリング
しています。

役職員のコンプライアンス意識の醸成
当社ではコンプライアンス・マニュアルを策定し、コンプライ

アンスに関する当社の基本的な考え方および日々の業務におい
て役職員が守るべき法令や企業倫理などを具体的にまとめてい
ます。また、社内イントラネットにコンプライアンス関連の情報
が一覧できるページを設け、「コンプライアンス基本方針」、コ
ンプライアンス・マニュアル等を随時閲覧できるようにしていま
す。これらの内容を浸透させ、役職員のコンプライアンス意識

の醸成を図るために、職位に応じたコンプライアンス教育を実践
し、職務内容に応じたコンプライアンス教育を実行するためにコ
ンプライアンスセミナーを各部門のコンプライアンス担当者が
開催しています。その他コンプライアンスに係るトピックを取り
上げたコンプライアンス・ニュースを定期的に発信するなどの活
動を行っています。

お客様から寄せられる苦情の検証
当社では、お客様から社内各部門に寄せられる様々なご指摘

や苦情を、お客様サービス向上部と連携してコンプライアンス
統括部でも検証する体制をとっており、不正・違法行為等の問
題事案の早期発見ならびにコンプライアンスの徹底に努めてい
ます。

内部通報ホットラインの設置
社内でコンプライアンス上の問題が発見された場合には、速

やかに上席者またはコンプライアンス部門に報告することが、全
役職員に義務付けられています。これを補完するべく、「内部通
報ホットライン」を設置し、直接コンプライアンス部門に報告す
ることが可能になっています。

保険業法改正について
当社は2016年4月1日以降、新規契約の販売活動を終了して
いますが、2016年5月29日に施行された改正保険業法で求めら
れる「情報提供義務」および「意向把握義務」について、既に
ご加入いただいているお客様のご継続手続き等において対応が
完了しています。
また、「保険募集人（代理店）に対する体制整備義務」につ
いても、所属する保険代理店への指導を行っています。

 コンプライアンス（法令等遵守）の態勢

コンプライアンス基本方針

1. 目　的
本基本方針は、コンプライアンスを経営上の最重要課題
の一つとして位置づけ、自己の責任に基づいて、コンプラ
イアンス重視の企業風土を確立するとともに維持・向上し、
公正・透明・健全・適切な業務運営を遂行するための基本
となる事項を定めるものです。

2. コンプライアンスの定義
コンプライアンスとは、法令、定款および事業方法書なら
びに社内規程（以下「法令等」といいます。）を遵守し、さ
らに、社会の一員として求められる価値観・倫理観によって
誠実かつ公正な企業活動を行い、企業の社会的責任を果た
すことをいいます。
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当社は、当社の社会的責任を果たすため、暴力、威力と詐欺
的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人（以下
「反社会的勢力」といいます）との関係を遮断し排除していくこ
とは、必要かつ重要であると認識しています。また、反社会的
勢力との関係を断絶し排除していくことは、当社に対する公共の

信頼を維持し、当社の業務の適切性および健全性の確保のため
にも不可欠であるとも認識しています。そこで、反社会的勢力
に対する基本方針を以下のとおり定めています。

 反社会的勢力による被害を防止するための体制

反社会的勢力に対する基本方針

当社は、業務の適切性および健全性を確保するため、市
民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して
毅然とした姿勢で臨み、「反社会的勢力に対する基本方針」
を定めます。
1. 取引を含めた一切の関係遮断
取引関係（提携して融資取引を実施する場合を含む。）も

含め、反社会的勢力とは、一切の関係を持ちません。
反社会的勢力に関する情報の収集に努めるとともに、取引

関係の審査を行います。取引後に反社会的勢力と判明した
場合には、利益供与とならないよう必要な措置を講じます。
反社会的勢力による不当要求に対しては断固として拒絶し

ます。

3. コンプライアンス実現のための基本原則
（1） 法令等の遵守と誠実かつ公正な企業活動
 •  日本および米国の法令等を厳格に遵守するとともに各
国の慣習・文化ならびにビジネス慣行を尊重し、適正
な事業活動を行います。

 •  具体的な行動指針や判断の基準としてのAIGの行動規
範を遵守します。

（2） 透明性の高い経営
 •  経営方針や財務・業務に係る経営情報等の積極的かつ
公正な開示を行います。

 •  適時適切な情報開示を行うために、経営情報について
正確な記録を作成・管理します。また、内部や外部の
監査・検査に対して十分に協力します。

（3） 公正な事業活動
 •  取引先との健全な関係を確保し適切かつ公正な取引を
行います。

 •  業務上の地位を利用して金品その他の不正の利益を得
ることや、ビジネス上の決定に不適切な影響を及ぼす
接待・贈答の授受は行いません。

 •  公正で自由な競争を妨げる談合やカルテルなどの行為
を行いません。

 •  著作権・商標権・特許権の知的財産権を尊重し、これ
らの権利を侵害しません。

 •  当社およびAIGの正当な利益に反して、自己またはAIG

各社や第三者の利益を図る行為は認めません。

（4） お客さまの利便の向上と保護
 •  お客さまが安心して商品・サービスを選択できるよう、
公正なマーケティングやお客さまが理解しやすい適切な
方法で情報を提供します。

 •  お客さまからいただいた苦情やご意見・ご要望に感謝
し真摯に受け止め、サービスや業務の品質向上に努め
ます。

 • 個人情報および企業情報を適切に管理します。
（5） あらゆる関係者の人権の尊重
 •  お客さま・取引関係者・社員等の多様性や個人として

の尊厳を尊重します。
 •  いかなる理由・状況においても不合理な差別や人権侵
害を決して容認しません。

 •  安全で健全な職場環境を維持し、いかなる理由・状況
においても、セクシュアル・ハラスメント等のハラスメ
ントを行いません。

（6） 企業市民として社会との良好な関係の維持
 •  業務上知り得た重要な非公開情報を使用して株式等の
売買を行いません。また、重要な非公開情報を許可な
く他に伝えません。

 •  環境保全とビジネス展開とを両立させます。
 •  自らの社会的責任を十分に認識し、米国および我が国

の経済制裁ルールを遵守するとともに、反社会的勢力
に対しては、当社および日本におけるAIG各社が一丸と
なって毅然とした態度を維持し、適切な対応を行いま
す。あわせてマネー・ローンダリングを防止します。
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2. 組織としての対応
反社会的勢力との関係遮断にあたっては、組織全体とし

て対応し、社員、役員および代理店等の安全を確保します。
3. 裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力による不当要求が、役員、社員および代理
店等の不祥事を理由とするものであっても、その事実を隠
ぺいするための裏取引や資金提供は一切行いません。

4. 外部専門機関との連携
反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・
暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と
緊密な連携関係を構築します。
5. 有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求等に対しては、民事と刑事
の両面から法的対応を行います。

当社は、当社または当社のグループ会社とお客様の間、なら
びに、当社または当社のグループ会社のお客様相互間における
利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および以下の利益

相反管理方針に従い、お客様の利益を不当に害することのない
よう適切に業務を遂行します。

 利益相反管理の体制

利益相反管理方針

1. 方針
当社は、保険業法その他の関連法令を遵守し、当社の保
険関連業務に関するお客さまの利益が不当に害されること
のないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することに
努めます。
2. 社内規程等の整備
第1項の目的を達成するために、当社において利益相反

管理に関する社内規程、マニュアル等を整備し、適正に業
務を遂行します。
3. 利益相反管理の対象となる取引およびその類型
（1） 管理対象取引

本方針に基づく利益相反管理の対象とする取引とは、
当社またはAIGの金融機関等（「グループ内金融機関等」）
が行う取引に伴い、当社または当社の子金融機関等が行
う保険関連業務に係るお客さまの利益が不当に害される
おそれのある取引をいいます。

（2） 管理対象取引の類型
当社では、利益相反のおそれのある取引を以下のとお

り類型化しています。
①  お客さまと当社またはグループ内金融機関等との利
害が対立する取引

②  お客さまと当社またはグループ内金融機関等の他の
お客さまとの利害が対立する取引

③  お客さまとの関係を通じて入手した情報を不当に利
用して、当社またはグループ内金融機関等が利益を
得る取引

④  お客さまとの関係を通じて入手した情報を不当に利

用して、当社またはグループ内金融機関等の他のお
客さまが利益を得る取引

⑤  その他お客さまの利益を不当に害するおそれのある 

取引
4．特定方法・管理方法・管理体制
当社では、利益相反のおそれのある取引を以下の方法に

より特定・管理します。
（1）  当社は、お客さまとの利益相反を一元的に管理するた

めに利益相反管理統括部署を定めます。
（2）  当社各部は、お客さまとの間の取引により取得した情

報に照らして、第3項に列挙した類型に該当するおそれ
があると判断した場合、直ちに、当社の利益相反管理
統括部署に報告します。

（3）  利益相反管理統括部署は、上記報告を受け、必要に応
じて関連部門と協議し、利益相反のおそれのある取引
に該当するか否かを判断します。

（4）  利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取
引に該当すると判断する場合には、以下に掲げる方法
またはその他適切な措置をとります。
①  対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門
を分離する。

②  対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法
を変更する。

③  対象取引またはお客さまとの取引を中止する。
④  対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害される
おそれのあることについて、お客さまに適切に開示
する。
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当社は、「金融商品の販売等に関する法律」にもとづき、当社の勧誘方針を次のとおり定め、適正な金融商品の販売活動に努めます。

一般的に代理店は、保険会社に代わってお客様へ各種保険商
品を販売し、お客様の様々なリスクに対する備えをサポートする
役割を果たしています。保険会社は、代理店が業務を適正に行
えるよう指導することが保険業法をはじめとする各種法令で求め
られています。
代理店が損害保険の募集を行うためには、保険業法にもとづ

き内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。さらに代理
店の役員・使用人が損害保険の募集を行うためには同じく内閣
総理大臣に損害保険募集人として届け出を行う必要があり、当
社では損害保険募集人には一般社団法人日本損害保険協会が運
営している「損害保険募集人一般試験」に合格することを必須と
しています。

なお、当社は2016年4月1日よりす
べての保険商品の新規契約の販売活
動を終了し、既存のご契約の維持・
保全に特化しているため、当社に所属
する代理店が新たに当社保険商品を販売することはございませ
んが、既にご加入いただいているお客様からのお問い合わせ等
に適切に対応できるよう、引き続き代理店に対する教育・管
理・指導を行ってまいります。
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● 直近の代理店数  
（店 /2015年度末時点）

 代理店について

 当社の勧誘方針

1. 法令等を遵守し、適切な勧誘を行います
・ 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法令等を遵
守します。
・ お客様への勧誘を適切に行うために必要な社内の管理態勢を整備するとともに、役員および従業員に対して十分なコンプラ
イアンス教育を行います。
・ お客様に関する情報は、当社で定めたプライバシーポリシーに則り、適切な管理・取扱いを行います。

2. お客様のご意向と実情に応じた勧誘に努めます
・ お客様の保険商品・サービス等に関する知識、経験、財産の状況および加入目的等を十分に勘案し、お客様のご意向や実情
に沿った適切な保険商品・サービス等をご選択いただけるよう努めます。
・ 保険商品・サービス等のご説明にあたり、説明内容等を工夫し、お客様に商品内容を十分ご理解いただけるよう努めます。
・ お客様のご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に保険商品・サービス等のご案内を行うよう努めます。
・ 保険金等の不正取得を防止する観点から、適切な保険商品販売を行うよう努めます。

3.   お客様にご満足いただけるサービスの提供に努めます
・ お客様からのお問い合わせには、十分な教育を受けた電話オペレーターやスタッフが迅速、的確、丁寧に対応するよう努め
ます。
・ 保険事故が発生した場合は、保険金等のお支払いについて迅速かつ適切に処理するよう努めます。
・ お客様の様々なご意見等を収集し、その後の保険商品販売に反映するよう努めます。

※1  以上の方針は、「金融商品の販売等に関する法律」にもとづく当社の「勧誘方針」です。「金融商品の販売等に関する法律」につきましては、金融庁
ホームページをご参照ください。

※2  当社は2016年4月以降、当社保険商品の新規契約の販売を終了いたしましたが、一部の保険商品を除いて引き続き既存契約の更改等は続けてまいり
ます。上記勧誘方針は、これらの既存契約の更改時等に適用されます。

当社の勧誘（既存契約の更改時等を含みます。）につきまして、ご相談やご要望、その他お気づきの点がございましたら、下記までご連絡いただきますよ
うお願いします。
お客様相談室　ご相談窓口
0120-353-031（受付時間9：00～17：00　土日・祝日・年末年始を除きます）
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当社では、「お客様のこれまでの信頼に応え、これからも『お
客様に選ばれ続ける会社』であることを目指します」というビ
ジョンを実現するために、様々な形で人材の育成と活用に取り組
んでいます。

＜当社の求める社員像＞
当社の行動指針を実践するために必要な考え方およびスキル

を備えた社員の育成をしています。
①  お客様満足を第一に考え、行動することのできる顧客志向を
もった社員

②  誠実に、かつ責任感を強くもち、約束を守る社員
③  気遣いをもって、すべての人に接することのできる社員
④  高い志をもち、チャレンジを続ける社員
⑤  スピードをもって決断し、実行する社員

＜社員のキャリア形成＞
損害保険のプロフェッショナルとして必要とされる知識・スキ
ルを身につけること、ならびに社員の自立的なキャリア形成をサ
ポートすることを目的とした教育・研修プログラムを用意してい
ます。
社員は、各自の能力開発プランにもとづいて、それらの中か

ら必要なプログラムを主体的に受講することができます。また、
会社が認定した資格を取得した際に受験料や奨励金を支給し、
社員の自己啓発を支援しています。

＜目標管理と人事評価＞
社員個人の成長と目標の達成への意欲的な取り組みを促進す

るために、担当する仕事（職務）の内容によって職務等級を設
定し、年齢・性別、社歴の長さなどに関係なく、仕事に対する
成果と能力を正確に見極め、公平で透明性の高い評価を実現す
るよう努めています。納得性の高い評価を実践するために、年
度ごとに目標を設定のうえ、定期的にレビューを行い、結果は
上司からフィードバック面談で通知されます。

＜ワークライフマネジメント＞
社員が、仕事とプライベートをうまく調和させ、仕事だけでな

く家庭や地域生活などにおいても充実した生活を送り、ライフス
テージに応じた自らの望む生き方を支援するために、出産・育
児・介護などのための各種支援制度を設けています。また、社
員の多様なニーズに幅広く応えられることが、企業の活力や競
争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高
めるという認識のもと、従業員満足（ES：Employee Satisfaction）
の向上にも取り組んでいます。

＜主な研修プログラム＞
● 階層別研修
リーダーシップ研修、役員研修、コーチングなど

● ビジネススキル研修
交渉スキル、生産性向上トレーニング、プレゼンテーションスキ
ルなどビジネスに直結するスキル向上のための研修

● その他
損害保険に関する社外研修、英語学習プログラム、通信教育
〈SD（Self Development）〉講座、AIGの各種eラーニングコース、
女性管理職研修など

8  人材の育成と活用の取り組み
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スタッフ 課長 室長・部長 本部長 役員

研修プログラム一覧
※今後実施予定の内容を含んでおります

SD講座（Self Development）

英語学習プログラム

コンプライアンス研修

eラーニング　カリキュラム

ミーティング・ファシリテーションプログラム

交渉スキル

プレゼンテーションのスキル

成果を出すためのコーチング

個人の生産性向上

「乗り越える力」を高める

コーチング

女性管理職研修

Japan AIGを
リードする

リーダーを
リードする

損保講座
本科／ベーシック

キャリアディベロップメント
プログラム

他人をリードする
―中間レベルの
リーダーシップ

他人をリードする
―フロントライン
リーダーシップ
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コーポレート・データ

株主名 AIGジャパン・ホールディングス株式会社

持株数 237,000株 （内訳）
普通株式 236,000株
A種種類株式  1,000株

持株比率 100%

 （2016年3月31日現在）

（1）取締役・監査役の概況
役　名 氏　名（生年月日） 略　歴

取締役会長
（非常勤）

松岡　直美

2014年 1月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　専務執行役員

2014年 6月 同社　取締役専務執行役員（現任）
AIU損害保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）
富士火災海上保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役（非常勤）

2015年 6月 AIG富士生命保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）

2016年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役会長（非常勤）（現任）

代表取締役社長
兼 CEO

北村　浩嘉
（1962年11月27日）

1988年11月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（現メットライフ生命保険株式会
社）　入社

2012年 2月 メットライフアリコ生命保険会社（現メットライフ生命保険株式会社）　執行役専務

2014年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役副社長

2014年 8月 同社　代表取締役社長 兼 CEO（現任）

取締役
（非常勤）

ポール・ギャスパー
（1970年6月22日）

2012年 9月 AIG　入社

2013年 6月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　サイエンスビジネスパートナー（現任）

2014年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）

1  株主の状況

3  役員の概況

2  会計監査人の状況

PwCあらた有限責任監査法人
（注）PwCあらた有限責任監査法人は、2016年7月1日付でPwCあらた監査法人から名称変更しております。
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役　名 氏　名（生年月日） 略　歴

取締役
（非常勤）

クリスチャン・サンドリック
（1973年11月8日）

1999年 8月 AIG　入社

2010年 8月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　常務執行役員

2013年 1月 富士火災海上保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）

2013年 4月 AIU損害保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）

2015年 7月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　専務執行役員（現任）

2016年 1月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）

2016年 2月 テックマークジャパン株式会社　取締役（非常勤）（現任）

取締役
（非常勤）

ブレット・ハンフリー
（1974年12月26日）

2005年 6月 AIG　入社

2016年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）

取締役
（非常勤）

松尾　美香
（1961年5月29日）

2011年 9月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　専務執行役員（現任）

2015年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）

2016年 6月 AIG富士生命保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）

取締役
（非常勤）

ジョン・ラター
（1953年8月23日）

1990年 9月 AIG　入社

2011年 2月 AIG富士生命保険株式会社　取締役（非常勤）

2011年11月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　専務執行役員（現任）

2016年 1月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）
AIG富士生命保険株式会社　取締役会長（非常勤）（現任）

監査役
（非常勤）

長谷川　俊哉
（1965年6月10日）

2005年 9月 AIG　入社

2016年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　監査役（非常勤）（現任）

社外監査役
（常勤）

斉藤　裕
（1953年10月3日）

1981年11月 AIU保険会社　入社

2013年 9月 アメリカンホーム保険会社　監査役（常勤）

2016年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　社外監査役（常勤）（現任）
AIG富士生命保険株式会社　社外監査役（非常勤）（現任）

社外監査役
（非常勤）

羽田　幸善
（1943年2月2日）

1970年 6月 AIU保険会社　入社

2014年 6月 AIU損害保険株式会社　社外監査役（非常勤）（現任）
富士火災海上保険株式会社　社外監査役（非常勤）（現任）
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　社外監査役（非常勤）（現任）

 （2016年6月21日現在）

役員略歴に関する注記

1.  本表においては、アメリカン・インターナショナル・グループ・インク（AIG）、日本におけるAIGのグループ会社のうち保険持株会社と保険会社に加
え、AIGアセットマネジメント株式会社、AIG富士インシュアランスサービス株式会社、テックマークジャパン株式会社、ティーペック株式会社、お
よび過去にAIGと資本関係のあった会社（存続会社含む）における略歴に限定して記載しています。

2.  本表においては、社名もしくは会社形態に過去に変更があった会社については、次のように記載を統一しています。
 ・AIU損害保険株式会社について、2013年4月の日本法人化以前の前身会社については全てAIU保険会社と記載しています。
 ・ アメリカンホーム医療・損害保険株式会社について、2014年4月の日本法人化以前の前身会社については全てアメリカンホーム保険会社と記載し

ています。
 ・AIGジャパン・ホールディングス株式会社について、2012年11月の現社名への変更前についても、現社名で記載しています。
 ・AIG富士生命保険株式会社について、2013年4月の現社名への変更前についても、現社名で記載しています。
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（2）執行役員の概況
役　名 氏　名 担　当

代表取締役社長 兼 CEO 北村　浩嘉 全般、内部監査、代理店管理、リテンションマーケティング、人事、数理、資産運用、
経理、財務企画

執行役員 兼 CIO 池原　進 システム

執行役員 佐伯　美奈子 沖縄リレーションシップセンター、富山リレーションシップセンター、オペレーション企
画管理、オペレーション総務、クオリティ･アシュアランス、保険金サービス

執行役員 兼 CRO 長瀬　昭 リスク統括

執行役員 深水　邦彦 経営企画、業務改善推進

執行役員 三須　雅之 コンプライアンス統括

執行役員 籔内　寿樹 商品、ラーニング･アンド･ディベロップメント、お客様サービス向上

 （2016年6月21日現在）
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システム委員会

コンプライアンス委員会

リスク・
キャピタル委員会

プロジェクト・
ガバナンス委員会

人事委員会

保険金支払再審査会

投融資委員会

商品開発・
改善審査委員会

株主総会

監査役会
監査役

経営会議

保険計理人

取締役会

代表取締役社長 兼 CEO

人権啓発推進会議

保険金サービス業務部

保険金支払承認部

傷害・火災保険金サービス部

医療保険金サービス部

自動車保険金サービス部

西日本保険金サービス部

沖縄・長崎保険金サービス部

沖縄リレーションシップセンター

富山リレーションシップセンター

オペレーション企画管理部

オペレーション総務部

クオリティ・アシュアランス部

代理店管理部

リテンションマーケティング部

商品部

ラーニング・アンド・ディベロップメント部

IT業務管理部（CIOオフィス）

IT戦略企画・推進部

ITサービス部

IT開発1部

IT開発2部

コンプライアンス統括部

お客様サービス向上部

数理部

資産運用室

経理部

財務企画室

リスク統括室

経営企画部

システム本部

業務改善推進部

人事部

保険金サービス本部

内部監査室

4  組織図 （2016年6月1日現在） 
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1899年 ● 米国において2つの保険会社が合併してグローブ 
アンド ラトガー火災保険会社となる

1952年 ● グローブ アンド ラトガー火災保険がアメリカン・
インターナショナル・グループ（AIG）の傘下に
入る

1954年 ● 社名をアメリカン・ホーム・アシュアランス・カン
パニーに変更

1960年 ● 日本における損害保険事業免許を取得
1982年 ● 日本で初めて傷害保険の通信販売の認可を取得
1996年 ● 日本で初めて自動車保険の通信販売の認可を取得
1997年 ● 日本で初めて「リスク細分型自動車保険」を発売
1998年 ● 専業主婦でも加入できる所得補償保険「お給料

保険」を発売
1999年 ● 日本で初めて、シニア向けの無診査骨折補償

「どんとこい」を発売
● ウェブサイト上で「リスク細分型自動車保険」の
オンライン見積りサービスおよびクレジットカード
によるオンライン決済を開始

2000年 ●  沖縄にコールセンターを開設
● 葬祭費用もお支払いできる「スーパーシニア保
険」を発売

2001年 ● 医療総合保険「ライフサイズ入院」および「ライ
フサイズガン」を発売

2002年 ● シニア向け長期補償傷害保険「人生まだまだこ
れからだ」を発売

2003年 ● 家財に関わる様々なリスクをワイドに補償する
「家財安心プラン」を発売
●「沖縄プロセシングセンター」を開設し、基幹業
務の一部を沖縄に移管

2004年 ● 無選択型医療総合保険「ザ・大人の医療保険」
を発売

● 自動車保険の「ファミリー特約シリーズ」を発売
ペットのケガの治療費を補償する特約が新登場

● 満50歳から満79歳向けのアクティブシニア傷害
保険「まいにち安心」を発売

2005年 ● ザ･ロンドン・アッシュアランス日本支店の火災保
険を除く保険契約を包括移転

● 富山にコールセンターを開設
2006年 ● 30日間を超える長期入院に特化した医療保険｢ザ･ 

医療保険 入院ing（ニュウイング）365｣を発売
● 補償内容を自由に設計できる医療総合保険「私
にうれしい医療保険」を発売

2007年 ● 終身タイプの医療総合保険「私にうれしい医療保
険終身タイプ」を発売

● 不正使用被害を補償する保険を総合セキュリティ
ソフトに付帯

2008年 ● 医療保険を「みんなのほすピタる」ブランドに統合
● ガンのみ担保特約付医療総合保険「みんなのほ
すピタる ガンプチタイプ」を発売

● シニア向け長期補償傷害保険「人生よろこんで」
を発売

2009年 ● 引受基準緩和型医療保険“持病がある方も安心
「みんなのほすピタる」”（定期型・終身型）を発売
● 自動車保険付帯 無料ロードサービスを大幅拡充

2010年 ● 自動車事故に遭われたお客様に対して、当社社
員が事故直後にアドバイスのご提供などを行う初
期対応サービスの時間拡大

● 医療保険の保険金請求で、女性特有の病気の場
合、女性の担当者が対応するサービスを開始

2011年 ● 保険金請求のウェブサイトでの受付が全商品で可
能に

● 新・医療総合保険「みんなのほすピタる3,000」
を発売

● 国内自動車ディーラーとの提携による修理工場
ネットワークの拡大および保険金サービスセン
ターの統合を実施

● 医療保険「みんなのほすピタる」において「イン
ターネット割引」を開始

● 富士生命（現AIG富士生命）の生命保険商品の
販売開始

2012年 ● 沖縄オフィスのビル移転と業容拡大
● 東京オフィスを神谷町に移転
●「ガンになったことがある方も入りやすい みんな
のほすピタる 緩和告知型ガン保険」発売

● 引受基準緩和型医療保険の加入条件を緩和し、
先進医療補償を付帯可能に

2013年 ● 自動車保険の保険金支払進捗状況について、
ウェブサイトから確認できるサービスを拡充

●「みんなのほすピタる」シリーズに「ガン一時金」
に特化したプラン新登場 

2014年 ●「みんなのほすピタる」に「短期払」プランを追加
● アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー
日本支店から、日本法人であるアメリカンホーム
医療・損害保険株式会社となり事業を開始

● 長崎に医療保険金支払拠点を開設し、保険金支
払体制を強化

2015年 ● ソフトバンクカード会員向け交通事故傷害保険
「フリーサポートプラン」の提供を開始
● 2016年4月以降の新規契約の販売活動終了を発
表

沿　革

5  会社沿革
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東京オフィス 〒105-8403 東京都港区虎ノ門 4-3-20 神谷町MTビル TEL 03-5401-8000

傷害保険金 第一サービスセンター TEL 0120-068-950

傷害・火災新種保険金サービスセンター TEL 0120-578-950

医療保険金 第一サービスセンター TEL 0120-318-950

医療保険金 第ニサービスセンター TEL 0120-358-950

自動車保険金 首都圏第一サービスセンター TEL 0120-275-589

自動車保険金 首都圏第二サービスセンター TEL 0120-285-589

自動車保険金 首都圏第三サービスセンター TEL 0120-615-589

自動車保険金 首都圏第四サービスセンター TEL 0120-075-589

沖縄オフィス 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 1-1-12 那覇新都心センタービル

沖縄リレーションシップセンター TEL 098-941-1676

自動車事故ファーストコンタクトセンター（自動車事故お客様サポートセンター） TEL 0120-708-955

自動車保険金 第一サービスセンター TEL 0120-385-089

傷害保険金 第二サービスセンター TEL 0120-348-950

富山オフィス 〒930-0856 富山県富山市牛島新町 5-5 タワートリプルワン

富山リレーションシップセンター TEL 076-443-7098

保険金請求受付センター（傷害・医療） TEL 0120-168-955

大阪オフィス 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-1 パシフィックマークス江坂ビル 7F

医療保険金 第三サービスセンター TEL 0120-728-950

自動車保険金 関西サービスセンター TEL 0120-795-589

自動車保険金 西日本サービスセンター TEL 0120-795-589

長崎オフィス 〒850-0843 長崎県長崎市常盤町1-1 メットライフ生命長崎ビル 2F

医療保険金 第四サービスセンター TEL 0120-956-479

医療保険金 第五サービスセンター TEL 0120-956-218

その他の拠点

自動車保険金 東北サービスセンター 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-8-3 富士火災仙台ビル 11F TEL 0120-165-589

自動車保険金 中部サービスセンター 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-4-15 ORE錦2丁目ビル 12F TEL 0120-475-589

自動車保険金 九州サービスセンター 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-9-17 福岡天神フコク生命ビル 12F TEL 0120-745-589

6  オフィス所在地一覧
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事業の経過および成果
2015年度の当社の元受正味保険料（収入積立保険料を含む）は83,892百万円と前年度に比べ0.1％の減収となりました。
経常収益は、保険引受収益が72,220百万円、資産運用収益が867百万円、その他経常収益が49百万円となり、前年度に比べ2,928

百万円増加し、73,137百万円となりました。
一方、経常費用は、保険引受費用が42,194百万円、資産運用費用が25百万円、営業費及び一般管理費が34,897百万円、その他経

常費用を20百万円計上した結果、前年度に比べ8,819百万円減少し、77,136百万円となりました。
営業費及び一般管理費は、事業戦略を変更し、販売費や広告宣伝費の大幅削減を実施したことで10,445百万円減少しています。事

業戦略の変更に起因し、無形固定資産の減損、事業構造改革費用、早期退職費用等の認識を行っています。
その結果、当年度は3,999百万円の経常損失となり、特別損益、法人税及び住民税等を加減した当期純損失は11,141百万円となりま

した。
当年度末純資産は9,868百万円となり、前年度に比べ3,206百万円の減少となりました。当年度においては、8月に7,650百万円の資
本注入を行っていますが、それを超える純損失を認識した結果によるものです。
当期末の単体ソルベンシー・マージン比率は、主に当期純損失の認識と資産運用リスクの増加により736.4％と約56％減少しました

が、引き続き高い水準を維持しています。

保険引受の概況
当年度の正味収入保険料は、71,859百万円と前年度に比べ4.2％の増収となりました。
一方、正味支払保険金は26,676百万円となり、正味損害率は40.8％と前年度に比べ0.8％改善しました。保険引受に係る営業費及び

一般管理費は34,803百万円となり、正味事業費率は54.5％と、前年度に比べ16.5％改善しました。これらに収入積立保険料、支払備
金繰入額および責任準備金繰入額等を加減した保険引受損失は、前年度に比べ11,732百万円減少し、4,778百万円となりました。これ
は当期中に事業戦略を変更し、販売費や広告宣伝費の大幅削減を実施したことによるものです。

主な保険種目別の概況
○医療・傷害保険
医療・傷害保険について、元受正味保険料（収入積立保険料を含む）は72,069百万円と前年度に比べ2.5％の増収、正味収入保険
料は68,658百万円と前年度に比べ4.1％の増収となっています。また、正味損害率は39.2％と前年度に比べ0.6％改善しています。
○自動車保険
自動車保険について、元受正味保険料は11,173百万円と前年度に比べ13.0％の減収、正味収入保険料は1,675百万円と前年度に比べ

16.4％の減収となっています。また、正味損害率は117.2％と前年度に比べ2.4％悪化しています。

資産運用の概況
当年度末の総資産は前年度に比べ3,231百万円増加し121,036百万円となり、このうち、有価証券等の運用資産は、前年度末に比べ

10,122百万円増加し109,865百万円となっています。
当年度の利息及び配当金収入は903百万円となり、有価証券売却損益等を含めた資産運用収益は867百万円と前年度とほぼ同水準

となっています。一方、資産運用費用は25百万円と前年度に比べ23百万円増加しています。

今後の継続課題
当社は、新規販売活動を終了するという大きな事業戦略の変更を行いましたが、今後も引き続き、当社の経営ビジョンにある｢お客
様に選ばれ続ける会社｣であることを目指し、サービスの改善に取り組んでまいります。そのためには個々の社員が高いスキル･経験を
持ったプロフェッショナル集団としてさらなるレベルアップを図ると共に、生産性向上のための業務見直しにも取り組んでまいります。こ
のような取り組みのもと、既存契約の管理および保険金のお支払い業務に注力することで、お客様の期待に応え、より価値の高いサー
ビスを提供しつつ、当社の利益率を高めることでAIGグループに貢献してまいります。

（注）本報告書（以下の諸表を含む）における各計数の表示および計算は次のとおりです。
（1）保険料等の金額は記載単位未満を切り捨てて表示し、増減率等の比率は小数点第2位を四捨五入し小数点第1位まで表示しています。
（2）正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
（3）正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
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直近の事業年度における事業の概況
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直
近
の
5
事
業
年
度
に
お
け
る
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な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標

 （単位：百万円）

項　目 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

元受正味保険料（含む収入積立保険料）
（対前期増減（△）率）

82,030
（0.5％）

83,026
（1.2％）

82,595
（△0.5％）

83,968
（1.7％）

83,892
（△0.1％）

正味収入保険料
（対前期増減（△）率）

61,334
（2.1％）

64,215
（4.7％）

65,711
（2.3％）

68,986
（5.0％）

71,859
（4.2％）

経常収益
（対前期増減（△）率）

64,080
（2.0％）

65,399
（2.1％）

66,671
（1.9％）

70,209
（5.3％）

73,137
（4.2％）

保険引受損益
（対前期増減（△）率）

△5,440
（－）

△10,049
（－）

△15,774
（－）

△16,510
（－）

△4,778
（－）

経常利益又は経常損失（△）
（対前期増減（△）率）

△5,087
（△466.9％）

△9,854
（－）

△15,151
（－）

△15,747
（－）

△3,999
（－）

当期純利益又は当期純損失（△）
（対前期増減（△）率）

△5,928
（－）

△9,168
（－）

△15,067
（－）

△15,786
（－）

△11,141
（－）

正味損害率 43.9％ 41.9％ 42.2％ 41.6％ 40.8％

正味事業費率 61.0％ 64.5％ 71.5％ 71.0％ 54.5％

資本金（2013年度以前は持込資本金）
（発行済株式総数）

3,404 3,404 3,404 19,971
（160,500株）

23,796
（237,000株）

純資産額 2,543 3,249 13,051 13,075 9,868

総資産額 84,981 89,324 106,514 117,804 121,036

積立勘定として経理された資産額 170 116 69 － －

責任準備金残高 54,860 60,122 65,686 73,551 82,093

貸付金残高 1 1 0 － －

有価証券残高 69,988 75,933 73,776 93,229 101,961

単体ソルベンシー・マージン比率（％） 522.6％ 559.4％ 805.2％ 792.8％ 736.4％

配当性向 － － － － －

従業員数（名） 1,059名 1,175名 1,270名 1,340名 1,168名

（注） 1. 本報告書（以下の諸表を含む）における各計数の表示および計算は次のとおりです。
  （1）保険料等の金額は記載単位未満を切り捨てて表示し、増減率等の比率は小数点第2位を四捨五入し小数点第1位まで表示しています。
  （2）正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
  （3）正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
（注） 2. 「資本金」について、2013年度以前は日本支店のデータのため「持込資本金」となっています。

直近の5事業年度における主要な業務の状況を示す指標
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（貸借対照表の注記）

1. 有価証券の評価基準および評価方法は次のとお
りであります。
（1） 満期保有目的の債券の評価は、償却原価法

により行っております。
（2） その他有価証券のうち時価のあるものの評

価は、期末日の市場価格等に基づく時価法に
より行っております。
なお、評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価の算定は移動平均法に基
づいております。

（3） その他有価証券のうち時価を把握することが
極めて困難と認められるものの評価は、移動
平均法に基づく原価法により行っております。

2. デリバティブ取引の評価は時価法により行ってお
ります。

3. 有形固定資産の減価償却は定額法により行ってお
ります。

4. 自社利用のソフトウェアについては、社内におけ
る利用可能期間（主として5年）に基づく定額法
により償却しております。

5. 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算
は、外貨建取引等会計処理基準に準拠して行っ
ております。

6. 貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償
却・引当基準に基づき、次のとおり計上しており

ます。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止
処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生
している債務者に対する債権および実質的に経営
破綻に陥っている債務者に対する債権について
は、債権額から担保の処分可能見込額および保
証による回収が可能と認められる額等を控除し、
その残額を引き当てております。
今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら
れる債務者に対する債権については、債権額から
担保の処分可能見込額および保証による回収が
可能と認められる額を控除し、その残額のうち、
債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認
められる額を引き当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間に
おける貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債
権額に乗じた額を引き当てております。
また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づ
き、各資産所管部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した部署が査定結果を検証してお
り、その査定結果に基づいて上記の引当を行っ
ております。

7. 退職給付引当金は従業員の退職給付に備えるた
め、当事業年度末における退職給付債務および
年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当
事業年度までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。過去勤務
費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の年数（10年）による定額法により費用
処理しております。数理計算上の差異は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数
（10年）による定額法により翌期から費用処理し
ております。

8. 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支
払いに備え、内規に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。

9. 賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、当
事業年度末における支給見込額を基準に計上し
ております。

10. 価格変動準備金は、株式等の価格変動による損
失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づ
き計上しております。

11. 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりま
す。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理
費等の費用は税込方式によっております。なお、
資産にかかる控除対象外消費税は仮払金に計上
し、5年間で均等償却を行っております。

12. 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、
リース取引開始日が2008年4月1日前に開始する
事業年度に属するものについては、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会計処理によっており
ます。

13. 外貨建債券に係る為替変動リスクをヘッジする目

直近の2事業年度の貸借対照表

直
近
の
2
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表

科　目 2014年度末 2015年度末
（負債の部）
保険契約準備金 88,605 96,861
　支払備金 15,053 14,767
　責任準備金 73,551 82,093
その他負債 14,715 12,928
　共同保険借 16 18
　再保険借 318 326
　外国再保険借 2,484 2,181
　未払法人税等 379 224
　預り金 483 437
　未払金 5,576 4,859
　仮受金 5,116 4,473
　資産除去債務 336 387
　その他の負債 5 20
退職給付引当金 526 335
役員退職慰労引当金 13 35
賞与引当金 169 183
特別法上の準備金 84 113
　価格変動準備金 84 113
繰延税金負債 614 711
負債の部合計 104,729 111,168
（純資産の部）

19,971 23,796資本金
資本剰余金 7,475 11,300
　資本準備金 7,475 11,300
利益剰余金 △16,091 △27,233
　その他利益剰余金 △ 16,091 △ 27,233
　　繰越利益剰余金 △ 16,091 △ 27,233
株主資本合計 11,354 7,862
　その他有価証券評価差額金 1,720 2,005
評価・換算差額等合計 1,720 2,005
純資産の部合計 13,075 9,868
負債及び純資産の部合計 117,804 121,036

科　目 2014年度末 2015年度末
（資産の部）
現金及び預貯金 6,024 7,432
　預貯金 6,024 7,432
有価証券 93,229 101,961
　国債 19,858 19,411
　地方債 2,212 1,723
　社債 48,609 46,958
　株式 258 238
　外国証券 21,274 25,807
　その他の証券 1,016 7,820
有形固定資産 997 711
　建物 489 471
　その他の有形固定資産 507 239
無形固定資産 5,440 964
　ソフトウェア 1,897 964
　その他の無形固定資産 3,543 0
その他資産 11,909 9,972
　未収保険料 1,896 1,550
　代理店貸 69 64
　共同再保険貸 8 12
　再保険貸 65 43
　外国再保険貸 2,893 2,301
　代理業務貸 0 0
　未収金 4,711 4,020
　未収収益 183 181
　預託金 538 509
　仮払金 1,249 990
　金融派生商品 － 165
　その他の資産 292 131
前払年金費用 206 －
貸倒引当金 △3 △5
資産の部合計 117,804 121,036

期末貸借対照表
 （単位：百万円）
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的で実施する為替予約取引について時価ヘッジ
を適用しております。なお、ヘッジの有効性につ
いては、原則としてヘッジ開始時点から有効性判
定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場
変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の
変動額を基礎にして判断しております。ただし、
ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同
一であり、ヘッジに高い有効性があることが明ら
かな場合には、ヘッジの有効性の判定を省略して
おります。

14. 有形固定資産の減価償却累計額は815百万円であ
ります。

15. 関係会社に対する金銭債権総額は28百万円、金
銭債務総額は26百万円であります。

16. 繰延税金資産の総額は15,655百万円、繰延税金
負債の総額は780百万円であります。
また、繰延税金資産から評価性引当金として控除
した額は15,585百万円であります。
繰延税金資産発生の主な原因別内訳は、責任準
備金7,756百万円、税務上の繰越欠損金5,975
百万円、減損損失735百万円、支払備金398
百万円、減価償却費284百万円、資産除去債務
107百万円、退職給付引当金93百万円、有価証
券評価損85百万円、未払事業税56百万円、賞
与引当金51百万円、価格変動準備金31百万円、
その他79百万円であります。繰延税金負債の主
な原因別内訳は、その他有価証券に係る評価差
額718百万円、その他61百万円であります。
（法人税等の税率の変更による繰延税金負債の金
額の修正）
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年
法律第15号）が2016年3月29日に国会で成立し、
2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人
税率の引き下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債
の計算に使用する法定実効税率は従来の28.56％
から、2016年4月1日に開始する事業年度および
2017年4月1日に開始する事業年度に解消が見込
まれる一時差異等については27.99％に、2018年
4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込ま
れる一時差異等については27.75％となります。
この税率変更により、繰延税金負債は20百万円
減少しております。

17. 当期末における支払備金および責任準備金の内
訳は次のとおりであります。
（支払備金）
支払備金（出再支払備金控除前、
（ロ）に掲げる保険を除く） 22,674百万円
同上にかかる出再支払備金 8,098百万円
差引（イ） 14,575百万円
地震保険および自動車損害賠償責任保険
にかかる支払備金（ロ） 191百万円
計（イ＋ロ） 14,767百万円
（責任準備金）
普通責任準備金
（出再責任準備金控除前） 46,341百万円
同上にかかる出再責任準備金 4,038百万円
差引（イ） 42,302百万円
その他の責任準備金（ロ） 39,790百万円
計（イ＋ロ） 82,093百万円

18. 金融商品に関する事項は次のとおりであります。
（1） 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、保険業法に基づく損害保険事業を
行っております。金融資産については、安定
的な投資収益の確保のため、公社債・外国
公社債の投資資産を保有しております。
② 金融商品の内容およびそのリスク
当社が保有する金融資産は主として有価証
券、現金及び預貯金であります。保有する
有価証券は主に日本国債、公社・公団債、
事業債、外国債券であり、金利変動リスクお
よび信用リスクに晒されております。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
a. 信用リスクの管理
当社は、有価証券の信用リスクについては、
資産運用リスク管理に関する諸規程に従い、

業務執行部門である資産運用担当が随時有
価証券の発行体の信用情報や時価の把握を
行い、定期的に社内の投融資委員会とリス
ク・キャピタル委員会で経営陣に報告してお
ります。
b. 市場リスクの管理
（a）金利リスクの管理
当社は、取締役会において決定された統合リ
スク管理方針に基づき、市場リスクの管理方
法や手続等の詳細を明記した市場リスクおよ
び金利リスク管理規程を定めております。こ
れに従い、リスク統括室は金利リスクのモニ
タリングを行い、定期的に社内の投融資委員
会とリスク・キャピタル委員会で経営陣に報
告しております。
（b）価格変動リスクの管理
当社は、価格変動リスクの管理を行うため、
取締役会において決定された統合リスク管理
方針に基づき、リスク許容量を設定しており
ます。リスク統括室はこの範囲内で価格変動
リスクの計測とモニタリングを行い、定期的
に社内の関連部門および投融資委員会とリス
ク・キャピタル委員会で経営陣に報告してお
ります。
c. 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、流動性リスク管理規程に従い、経理
部資金管理課が資金繰り計画の作成・更新
を行い、定期的に社内の投融資委員会とリス
ク・キャピタル委員会で経営陣に報告してお
ります。
④   金融商品の時価等に関する事項について
の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価
額のほか、市場価格がない場合には合理的
に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件等によっ
た場合、当該価額が異なることもあります。
また、（2）金融商品の時価等に関する事項
におけるデリバティブ取引に関する契約額等
については、その金額自体がデリバティブ取
引に係る市場リスクを示すものではありませ
ん。

（2） 金融商品の時価等に関する事項
2016年3月31日における貸借対照表計上額、
時価およびこれらの差額については、次のと
おりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認
められるものは、次表に含まれておりません。
（（注2）を参照ください。）

（単位：百万円）
貸借対照
表計上額 時　価 差　額

①現金及び預貯金 7,432 7,432 －
②有価証券
　（1）満期保有
　　  目的の債券 13,651 15,699 2,048

　（2）その他
　　  有価証券 88,286 88,286 －

　　  資産計 109,370 111,418 2,048
デリバティブ取引（＊）
　 ヘッジ会計が
適用されてい
るもの

165 165 －

　　 デリバティブ
取引計 165 165 －

  （＊）  その他資産に計上しているデリバティ
ブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の
債権・債務は純額で表示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法
① 現金及び預貯金
現金及び預貯金の時価は、帳簿価格と近似
していることから、当該帳簿価額によってお
ります。　　
② 有価証券
株式の時価は取引所の価格によっておりま
す。債券の時価は日本証券業協会の公表す

る公社債店頭売買参考統計値表に表示され
る価格または情報ベンダーから提示された価
格、もしくは取引金融機関から提示された価
格等によっております。また、投資信託の時
価は取引所の価格または公表されている基
準価格、もしくは取引金融機関等から提示さ
れた価格によっております。
③ デリバティブ取引
為替予約取引の時価の算定には、先物為替
相場を使用しております。
（注2）非上場株式（期末貸借対照表計上額

23百万円）は、市場価格が無く、かつ将来
キャッシュ・フローを見積もることができな
いことから時価を把握するのは極めて困難と
認められるため、時価開示の対象としており
ません。

19. 退職給付に関する事項は以下のとおりでありま
す。
（1） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務 4,169百万円
　勤務費用 310百万円
　利息費用 55百万円
　過去勤務費用の当期発生額 729百万円
　数理計算上の差異の当期発生額 333百万円
　退職給付の支払額 △146百万円
期末における退職給付債務 5,451百万円

（2） 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
期首における年金資産 2,517百万円
　期待運用収益 51百万円
　数理計算上の差異の当期発生額 △310百万円
　事業主からの拠出額 470百万円
　退職給付の支払額 △98百万円
期末における年金資産 2,630百万円

（3） 退職給付債務および年金資産と貸借対照表
に計上された退職給付引当金および前払年
金費用の調整表
積立型制度
　退職給付債務 5,451百万円
　年金資産 △2,630百万円
　未認識過去勤務費用 △728百万円
　未認識数理計算上の差異 △1,757百万円
貸借対照表に計上された
負債と資産の純額 335百万円

（4） 年金資産の主な内訳
 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率
は、次のとおりであります。
債券 52.0％
株式 41.2％
現金及び預金 2.6％
その他 4.2％
合　計 100.0％

（5） 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
 年金資産の長期期待運用収益率を決定する
ため、現在および予想される年金資産の配
分と、年金資産を構成する多様な資産からの
現在および将来期待される長期の収益率を
考慮しております。

（6） 数理計算上の計算基礎に関する事項
 期末における主要な数理計算上の計算基礎
（加重平均で表わしております。）
割引率 0.63％
長期期待運用収益率 2.00％

20. 1株当たりの純資産額は41,639円50銭でありま
す。

 算定上の基礎である純資産の部の合計額から控
除する金額はありません。普通株式の当事業年
度末株式数は236,000株、普通株式と同等の株
式数は1,000株であります。

21. 「繰越利益剰余金」につきましては、繰越損失と
なっていますので、マイナス表示（△）しており
ます。

22. 当事業年度末日後に、翌事業年度以降の財産ま
たは損益に重要な影響を及ぼす事象は生じており
ません。

23. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しておりま
す。
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（4） 支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりで
あります。
支払備金繰入額（出再支払備金控除前、
（ロ）に掲げる保険を除く） △1,998百万円
同上にかかる出再支払備金繰入額 △1,556百万円
差引（イ） △441百万円
地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金繰入額（ロ） 156百万円
計（イ＋ロ） △285百万円

（5） 責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとお
りであります。
普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） 5,749百万円
同上にかかる出再責任準備金繰入額  △643百万円
差引（イ） 6,393百万円
その他の責任準備金繰入額（ロ）  2,148百万円
計（イ＋ロ） 8,541百万円

（6） 利息及び配当金収入の内訳は次のとおりであります。
預貯金利息 0百万円
有価証券利息・配当金 902百万円
計 903百万円

 3 . 損害調査費、営業費及び一般管理費として計上した退職給付引当金
繰入額は534百万円であり、その内訳は次のとおりであります。
勤務費用 310百万円
利息費用 55百万円
期待運用収益 △51百万円
数理計算上の差異の当期の費用処理額  191百万円
過去勤務費用の当期の費用処理額 28百万円
計 534百万円

 4 . 金融派生商品費用の評価損益は23百万円の損であります。
 5 . 事業戦略の変更に伴う特別損失の計上
当社は2015年10月8日の取締役会において、2016年4月1日以降の
事業戦略の変更について決議いたしました。この戦略の変更に基づ
いて、全ての保険商品の新規契約の販売活動および一部保険商品
の契約の更改・継続を終了しております。この戦略変更に伴い、当
社は当事業年度において、減損損失4,153百万円、早期退職関連費
用492百万円および事業構造改革費用2,440百万円を特別損失とし
て計上しております。
（1） 減損損失
上記の戦略変更に伴い、契約の更改・継続を終了した保険商品に関
連する資産および2016年4月1日以降の使用が見込まれない以下の
資産グループについて、減損損失を計上しております。
① 減損損失を認識した資産または資産グループの概要

（単位：百万円）
用　途 種　類 場　所 減損損失額

事業用無形固定資産 ソフトウェア 本社 2,993
事業用無形固定資産 その他の無形固定資産 本社 1,160

合　計 4,153

② 資産のグルーピングの方法
当社は、原則として会社全体を一つの資産グループとしております。
ただし、契約の更改・継続を終了する保険商品に関連する資産につ
いては当該保険商品ごとに資産をグルーピングし、また、2016年 
4月1日以降の使用が見込まれない資産については個別の資産ごと
に、減損を検討しております。
③ 回収可能価額の算定方法
資産または資産グループの回収可能価額は正味売却可能価額により
測定し、正味売却可能価額は処分見込価額により算定しております。
（2）早期退職関連費用
上記戦略変更に伴って発生した早期退職に係る割増退職金および転
職支援費用を早期退職関連費用として計上しております。
（3）事業構造改革費用
上記戦略変更に伴って発生したシステム改修費用、事業所の閉鎖・
移転の費用、契約者・取引先とのコミュニケーション費用、取引先
との契約解除に係る費用等を構造改革費用として計上しております。

 6 . 1株当たり当期純損失は54,014円75銭であります。算定上の基礎で
ある当期純損失は11,141百万円であり普通株式および普通株式と同
等の株式に係るものであります。また普通株式の期中平均株式数は
205,274株、普通株式と同等の株式の期中平均株式数は1,000株で
あります。

 7 . 関連当事者との取引高については以下のとおりであります。
（1） 親会社および法人主要株主等

種　類 会社の名称
議決権等の
所有（被所
有）の割合

関連当
事者と
の関係

取引の内容 取引金額
（百万円）科　目

期末残高
（百万円）

親会社
AIGジャパン・
ホールディン
グス株式会社

被所有
直接100％

出資の
引受

第三者割当
増資の引受 7,650 － －

取引条件および取引条件の決定方針等
AIGジャパン・ホールディングス株式会社が当社の行った第三者割
当増資を1株につき、100,000円で引き受けたものであります。
（2） 兄弟会社等

種　類 会社の名称
議決権等の
所有（被所
有）の割合

関連当
事者と
の関係

取引の内容 取引金額
（百万円） 科　目 期末残高

（百万円）

親会社の
子会社

National 
Union Fire 
Insurance 
Co.

なし なし
出再取引
　保険料
　保険金
　手数料

8,281
4,774
2,360

外国再保険貸
外国再保険借

1,551
1,356

取引条件および取引条件の決定方針等
手数料率その他の取引条件は、市場実勢を勘案して双方が希望条
件を提示し、取引条件交渉の上で決定しております。

 8 . 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

（損益計算書の注記）

 1 . 関係会社との取引による収益総額は該当ありません。費用総額は2,246百万円であります。
 2 .（1） 正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。

収入保険料 85,171百万円
支払再保険料  13,312百万円
差引 71,859百万円

（2） 正味支払保険金の内訳は次のとおりであります。
支払保険金 34,484百万円
回収再保険金 7,808百万円
差引 26,676百万円

（3） 諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりであります。
支払諸手数料および集金費 9,609百万円
出再保険手数料 5,280百万円
差引 4,328百万円

損益計算書
 （単位：百万円）

科　目 2014年度 2015年度

経
常
損
益
の
部

経常収益 70,209 73,137
保険引受収益 69,315 72,220
正味収入保険料 68,986 71,859
収入積立保険料 30 28
積立保険料等運用益 7 36
支払備金戻入額 290 285
為替差益 － 10
その他保険引受収益 0 0
資産運用収益 867 867
利息及び配当金収入 868 903
有価証券売却益 6 0
有価証券償還益 0 0
積立保険料等運用益振替 △7 △36
その他経常収益 26 49
経常費用 85,956 77,136
保険引受費用 40,596 42,194
正味支払保険金 26,052 26,676
損害調査費 2,638 2,611
諸手数料及び集金費 3,779 4,328
満期返戻金 79 35
契約者配当金 0 －
責任準備金繰入額 8,044 8,541
為替差損 2 －
その他保険引受費用 0 0
資産運用費用 1 25
有価証券償還損 1 1
金融派生商品費用 － 23
営業費及び一般管理費 45,342 34,897
その他経常費用 15 20
支払利息 1 0
貸倒引当金繰入額 1 2
貸倒損失 1 －
その他の経常費用 12 16

経常損失 △15,747 △3,999

特
別
損
益
の
部

特別損失 16 7,119
固定資産処分損 0 3
減損損失 － 4,153
早期退職関連費用 － 492
事業構造改革費用 － 2,440
特別法上の準備金繰入額 16 28
　価格変動準備金繰入額 16 28

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △15,763 △11,118
法人税及び住民税 22 23
法人税等合計 22 23
当期純利益又は当期純損失（△） △15,786 △11,141

直近の2事業年度の損益計算書
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該当ありません。

キャッシュ・フロー計算書
 （単位：百万円）

科　目 2014年度 2015年度
営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益（△は損失） △15,763 △11,118
減価償却費 551 740
減損損失 － 4,153
支払備金の増減額（△は減少） △290 △285
責任準備金の増減額（△は減少） 8,044 8,541
貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 2
退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 △190
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36 22
賞与引当金の増減額（△は減少） △45 13
価格変動準備金の増減額（△は減少） 16 28
利息及び配当金収入 △868 △903
有価証券関係損益（△は益） △4 1
金融派生商品損益（△は益） － 23
支払利息 1 0
有形固定資産関係損益（△は益） 0 △8
その他資産（除く投資活動関連、財
務活動関連）の増減額（△は増加） △4,283 2,306
その他負債（除く投資活動関連、財
務活動関連）の増減額（△は減少） 4,598 △1,138
　　小　計 △8,098 2,190
利息及び配当金の受取額 1,065 1,110
利息の支払額 △1 △0
法人税等の支払額 △0 △556

　営業活動によるキャッシュ・フロー △7,033 2,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △38,292 △32,043
有価証券の売却・償還による収入 18,787 23,297
貸付けによる支出 △0 －
貸付金の回収による収入 0 －
　資産運用活動計 △19,504 △8,745
　（営業活動及び資産運用活動計）（△26,537）（△6,002）
有形固定資産の取得による支出 △97 △15
有形固定資産の売却による収入 － 167
無形固定資産の取得による支出 △2,769 △390
その他 － 0

　投資活動によるキャッシュ・フロー △22,370 △8,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入 14,950 7,650

　財務活動によるキャッシュ・フロー 14,950 7,650
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,454 1,408
現金及び現金同等物期首残高 992 6,024
包括移転契約による現金及び現金同等
物の増加額 19,486 －
現金及び現金同等物期末残高 6,024 7,432

（注記）
1．  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との
関係は次のとおりです。
現金及び預貯金 7,432百万円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金 － 百万円
現金及び現金同等物 7,432百万円

2．  投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る資産運用業務から生
じるキャッシュ・フローを含んでいます。

直近の2事業年度のキャッシュ・フロー計算書
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2014年度 （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計資本

準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

当期首残高 1,000 － － △399 △399 600 － － 600
会計方針の変更による
累積的影響額 － － － 93 93 93 － － 93
会計方針の変更を
反映した当期首残高 1,000 － － △305 △305 694 － － 694
当期変動額
包括移転契約による
増加 11,496 － － － － 11,496 1,460 1,460 12,957
新株の発行 7,475 7,475 7,475 － － 14,950 － － 14,950
当期純損失（△） － － － △15,786 △15,786 △15,786 － － △15,786
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － － － － － 260 260 260
当期変動額合計 18,971 7,475 7,475 △15,786 △15,786 10,660 1,720 1,720 12,381
当期末残高 19,971 7,475 7,475 △16,091 △16,091 11,354 1,720 1,720 13,075

2015年度 （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計資本

準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

当期首残高 19,971 7,475 7,475 △16,091 △16,091 11,354 1,720 1,720 13,075
当期変動額
　新株の発行 3,825 3,825 3,825 － － 7,650 － － 7,650
　当期純損失（△） － － － △11,141 △11,141 △11,141 － － △11,141
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － － － － － 285 285 285
当期変動額合計 3,825 3,825 3,825 △11,141 △11,141 △3,491 285 285 △3,206
当期末残高 23,796 11,300 11,300 △27,233 △27,233 7,862 2,005 2,005 9,868

直近の2事業年度の株主資本等変動計算書

当社は2015年10月8日の取締役会において、2016年4月1日以降の事業戦略の変更について決議いたしました。
この戦略の変更に基づいて、2016年4月1日より全ての保険商品の新規契約の販売活動を終了し、既にご加入いただいているご契約
の維持・保全に特化することといたします。

該当ありません。

会社の状況に関する重要な事項

重要な後発事象

直
近
の
2
事
業
年
度
の
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
　
／
　
会
社
の
状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項
　
／
　
重
要
な
後
発
事
象

（株主資本等変動計算書の注記）

 1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：株）

株式の種類 当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式
　普通株式 159,500 76,500 － 236,000
 A種種類株式 1,000 － － 1,000
　　合計 160,500 76,500 － 237,000

（変動事由の概要）
注．普通株式の増加は第三者割当増資による新株の発行による増加であります。

 2.  金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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1. 主要な業務の状況を示す指標
（1）元受正味保険料（含む収入積立保険料） （単位：百万円）

種　目
2014年度 2015年度

金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％）
火災 166 0.2 73 0.1
海上 － － － －
傷害 70,319 83.7 72,069 85.9
自動車 12,842 15.3 11,173 13.3
自動車損害賠償責任 － － － －
その他 639 0.8 576 0.7
（うち賠償責任） （　493　） （　0.6　） （　445　） （　0.5　）
合　計 83,968 100.0 83,892 100.0

（注）元受正味保険料＝元受保険料－（元受解約返戻金＋元受その他返戻金）

（2）受再正味保険料 （単位：百万円）

種　目 2014年度 2015年度
火災 0 0
海上 － －
傷害 － －
自動車 － 0
自動車損害賠償責任 739 1,306
その他 － －
（うち賠償責任） （　－　） （　－　）
合　計 739 1,307

（注）受再正味保険料＝受再契約に係る収入保険料－（受再解約返戻金＋受再その他返戻金）

（3）支払再保険料 （単位：百万円）

種　目 2014年度 2015年度
火災 57 26
海上 － －
傷害 4,346 3,382
自動車 10,838 9,498
自動車損害賠償責任 － －
その他 447 404
（うち賠償責任） （　443　） （　401　）
合　計 15,690 13,312

（注）支払再保険料＝出再契約に係る支払保険料－（再保険返戻金＋その他の再保険収入）

（4）正味収入保険料 （単位：百万円）

種　目
2014年度 2015年度

金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％）
火災 109 0.1 47 0.1
海上 － － － －
傷害 65,942 95.6 68,658 95.6
自動車 2,004 2.9 1,675 2.3
自動車損害賠償責任 739 1.1 1,306 1.8
その他 191 0.3 171 0.2
（うち賠償責任） （　49　） （　0.1　） （　44　） （　0.1　）
合　計 68,986 100.0 71,859 100.0

業務の状況を示す指標（直近の2事業年度）
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（5）解約返戻金 （単位：百万円）

種　目 2014年度 2015年度
火災 1 1
海上 － －
傷害 1,016 1,109
自動車 117 105
自動車損害賠償責任 3 23
その他 0 0
（うち賠償責任） （　0　） （　0　）
合　計 1,139 1,240

（注）解約返戻金＝元受解約返戻金＋受再解約返戻金＋積立解約返戻金

（6）保険引受利益 （単位：百万円）

種　目 2014年度 2015年度
火災 △965 △163
海上 － －
傷害 △14,574 △3,553
自動車 △982 △1,162
自動車損害賠償責任 － －
その他 11 100
（うち賠償責任） （　11　） （　△11　）
合　計 △16,510 △4,778

（注）保険引受利益＝保険引受収益－（保険引受費用＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）±その他収支 
なお、その他収支は自動車損害賠償責任保険等に係る法人税相当額などです。

（7）元受正味保険金 （単位：百万円）

種　目 2014年度 2015年度
火災 17 8
海上 － －
傷害 26,991 27,427
自動車 8,193 6,547
自動車損害賠償責任 － －
その他 123 244
（うち賠償責任） （　121　） （　243　）
合　計 35,326 34,228

（注）元受正味保険金＝元受保険金－元受保険金戻入

（8）受再正味保険金 （単位：百万円）

種　目 2014年度 2015年度
火災 － －
海上 － －
傷害 － －
自動車 － －
自動車損害賠償責任 7 255
その他 － －
（うち賠償責任） （　－　） （　－　）
合　計 7 255

（注）受再正味保険金＝受再契約に係る支払保険金－受再保険金戻入
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（9）回収再保険金 （単位：百万円）

種　目 2014年度 2015年度
火災 2 0
海上 － －
傷害 2,212 2,113
自動車 6,964 5,559
自動車損害賠償責任 － －
その他 102 134
（うち賠償責任） （　101　） （　134　）
合　計 9,281 7,808

（注）回収再保険金＝出再契約に係る回収保険金－再保険金割戻

（10）正味支払保険金 （単位：百万円）

種　目 2014年度 2015年度
火災 15 8
海上 － －
傷害 24,779 25,314
自動車 1,228 987
自動車損害賠償責任 7 255
その他 21 110
（うち賠償責任） （　20　） （　109　）
合　計 26,052 26,676

（注）正味支払保険金＝支払保険金（元受＋受再）－回収保険金

（11）元受収支残高
2014年度 （単位：百万円）

種　目 元受正味保険料
（除く収入積立保険料） 元受正味保険金 損害調査費 元受事業費 元受収支残高 元受収支

残高率（％）
火災 166 17 26 1,049 △927 △556.0
海上 － － － － － －
傷害 70,289 26,991 1,494 48,670 △6,867 △9.8
自動車 12,842 8,193 1,071 5,092 △1,515 △11.8
自動車損害賠償責任 － － 0 0 △1 －
その他 639 123 45 229 240 37.7
（うち賠償責任） （　493　）（　121　） （　44　）（　200　）（　126　）（　25.6　）
合　計 83,937 35,326 2,638 55,042 △9,069 △10.8

2015年度 （単位：百万円）

種　目 元受正味保険料
（除く収入積立保険料） 元受正味保険金 損害調査費 元受事業費 元受収支残高 元受収支

残高率（％）
火災 73 8 8 213 △156 △214.2
海上 － － － － － －
傷害 72,041 27,427 1,595 38,948 4,069 5.6
自動車 11,173 6,547 975 4,979 △1,328 △11.9
自動車損害賠償責任 － － 0 0 △1 －
その他 576 244 31 271 28 5.0
（うち賠償責任） （　445　）（　243　） （　25　）（　252　）（　△75　）（　△16.9　）
合　計 83,864 34,228 2,611 44,412 2,610 3.1

（注） 1. 元受正味保険料（除く収入積立保険料）＝元受保険料－（元受解約返戻金＋元受その他返戻金）－収入積立保険料
 2. 元受正味保険金＝元受保険金－元受保険金戻入
 3. 元受事業費＝元受諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費
 4. 元受収支残高＝元受正味保険料（除く収入積立保険料）－元受正味保険金－損害調査費－元受事業費
 5. 元受収支残高率＝元受収支残高÷元受正味保険料（除く収入積立保険料）
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2. 保険契約に関する指標
（1）契約者配当金
積立保険（貯蓄型保険）においては、満期を迎えられたご契約者に対し、契約時に定めた満期返戻金をお支払いするとともに、保険
期間中の運用利回りが予定した利回りを上回った場合には、毎月の満期契約ごとに契約者配当金を計算してお支払いしています。
なお、契約者配当金についてはお支払いをお約束するものではなく、運用実績等によって変動（増減）し、お支払いできないことも
あります。

● 2015年1月1日から同月31日まで及び2016年1月1日から同月31日までに満期を迎えた積立保険契約の
契約者配当金の例（満期返戻金10万円の場合）

保険期間
満期月 5年

2015年1月 40円
2016年1月 該当契約はありません

（注） 保険期間5年は積立家族傷害保険を例示しています。

（2）正味損害率、正味事業費率及びその合算率 （単位：％）

種　目
2014年度 2015年度

正味損害率 正味事業費率 合算率 正味損害率 正味事業費率 合算率
火災 38.5 947.5 986.0 35.6 439.1 474.7
海上 － － － － － －
傷害 39.8 71.4 111.2 39.2 55.0 94.2
自動車 114.8 43.2 158.0 117.2 64.0 181.2
自動車損害賠償責任 1.1 0.1 1.2 19.6 0.1 19.7
その他 35.0 △4.2 30.8 82.4 57.0 139.4
（うち賠償責任） （ 132.1 ） （ △72.2 ） （ 59.9 ） （ 305.6 ） （ 181.4 ） （ 487.0 ）
合　計 41.6 71.0 112.6 40.8 54.5 95.3

（注） 1. 正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
 2. 正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
 3. 合算率＝正味損害率＋正味事業費率

（3）出再控除前の発生損害率、事業費率及びその合算率 （単位：％）

種　目
2014年度 2015年度

発生損害率 事業費率 合算率 発生損害率 事業費率 合算率
火災 33.6 1,002.6 1,036.2 11.2 422.4 433.6
海上 － － － － － －
傷害 43.1 74.6 117.7 42.3 58.5 100.8
（医療） （ 41.1 ） （ 39.1 ）
（その他） （ 44.3 ） （ 44.6 ）
自動車 60.2 37.9 98.1 55.2 41.8 97.0
その他 35.9 46.1 82.0 24.2 44.1 68.3
（うち賠償責任） （ 38.6 ） （ 43.8 ） （ 82.4 ） （ 31.1 ） （ 53.2 ） （ 84.3 ）
合　計 45.9 69.4 115.3 44.0 56.1 100.1

（注） 1. 地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。
 2. 発生損害率＝（出再控除前の発生損害額＋損害調査費）÷出再控除前の既経過保険料
 3. 事業費率＝（支払諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷出再控除前の既経過保険料
 4. 合算率＝発生損害率＋事業費率
 5. 出再控除前の発生損害額＝支払保険金＋出再控除前の支払備金積増額
 6. 出再控除前の既経過保険料＝収入保険料－出再控除前の未経過保険料積増額
 7.  医療は傷害保険のうち医療総合保険と新・医療総合保険、無選択型医療総合保険、終身医療保険、引受基準緩和型医療保険、および緩和告知型

ガン保険を記載しています。
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（4）国内契約・海外契約別の収入保険料の割合 （単位：％）

区　　分 2014年度 2015年度
国内契約 100.0 100.0
海外契約 － －

（注）上表は、収入保険料（元受正味保険料（除く収入積立保険料）と受再正味保険料の合計）について国内契約及び海外契約の割合を記載しています。

（5）出再を行った再保険者の数と出再保険料の上位5社の割合
出再先保険会社の数　 出再保険料のうち上位5社の

出再先に集中している割合（％）
2014年度 8 98.4
2015年度 7 99.1

（注）出再先保険会社の数は、特約再保険を1,000万円以上出再している再保険者（プール出再を含む）を対象にしています。

（6）出再保険料の格付ごとの割合 （単位：％）

格付区分 A以上 Baa以上 その他
（格付なし・不明・Ba以下） 合　計

2014年度 99.5 0.0 0.5 100
2015年度 99.3 0.0 0.7 100

（注） 再保険プールを含んでいません。
 格付区分は、以下の方法により区分しています。
 ＜格付区分の方法＞
 ①スタンダード＆プアーズ社の格付を使用し、同社の格付がない場合は、A.M.Best社の格付を使用しています。
 ②これら2社の格付がない場合はムーディーズ社、フィッチ社、格付投資情報センター、日本格付研究所の格付を使用しています。
 　 ムーディーズ社、フィッチ社、格付投資情報センター、および日本格付研究所の格付を使用する場合、A以上は「A以上」、BBB以上は「Baa以上」、

BBB未満は「その他（格付なし・不明・Ba以下）」に区分しています。

（7）未収再保険金 （単位：百万円）

種目計 2014年度 2015年度
1 年度開始時の未収再保険金 2,974 2,958
2 当該年度に回収できる事由が発生した額 9,281 7,808
3 当該年度回収等 9,297 8,421
4 1＋2－3＝年度末の未収再保険金 2,958 2,345

（注）地震・自賠責保険に係る金額を除いています。
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3. 経理に関する指標
（1）支払備金・責任準備金 （単位：百万円）

種　目
支払備金 責任準備金

2014年度末 2015年度末 2014年度末 2015年度末
火災 12 1 206 204
海上 － － － －
傷害 13,760 13,586 70,263 77,989
自動車 1,096 955 2,090 2,032
自動車損害賠償責任 35 191 782 1,708
その他 148 32 209 157
（うち賠償責任） （　145　） （　32　） （　72　） （　27　）
合　計 15,053 14,767 73,551 82,093

（2）責任準備金の内訳
2014年度末 （単位：百万円）

種　目 普通責任準備金 異常危険準備金 危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金 合　計
火災 29 177 0 － － 206
海上 － － － － － －
傷害 34,995 23,799 95 11,373 － 70,263
自動車 719 1,370 － － － 2,090
自動車損害賠償責任 782 － － － － 782
その他 165 43 － － － 209
（うち賠償責任） （　48　） （　23　） （　－　） （　－　） （　－　） （　72　）
合　計 36,691 25,390 95 11,373 － 73,551

2015年度末 （単位：百万円）

種　目 普通責任準備金 異常危険準備金 危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金 合　計
火災 27 177 0 － － 204
海上 － － － － － －
傷害 41,535 26,029 97 10,326 － 77,989
自動車 609 1,423 － － － 2,032
自動車損害賠償責任 1,708 － － － － 1,708
その他 131 26 － － － 157
（うち賠償責任） （　24　） （　2　） （　－　） （　－　）（　－　） （　27　）
合　計 44,011 27,657 97 10,326 － 82,093

業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
（
直
近
の
2
事
業
年
度
）

62 ア メ リ カ ン ホ ー ム 医 療・損 害 保 険  2 0 1 6



（3）責任準備金積立水準
区　分 2014年度末 2015年度末

積立方式
標準責任準備金対象契約 標準責任準備金 標準責任準備金
標準責任準備金対象外契約 平準純保険料式 平準純保険料式
積　立　率 100.0％ 100.0％

（注） 1.  積立方式及び積立率は、保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約及び保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険を主たる保険として
いる保険契約を除いています。

 2. 保険料積立金及び払戻積立金以外について積立方式という概念が無いため、積立方式は保険料積立金及び払戻積立金について記載しています。
 3. 積立率＝（実際に積み立てている普通責任準備金＋払戻積立金）÷（下記（1）～（3）の合計額）
  （1）  標準責任準備金対象契約に係る平成8年大蔵省告示第48号に定める方式により計算した保険料積立金及び払戻積立金（保険業法施行規則第

68条第2項に定める保険契約に限る）
  （2）  標準責任準備金対象外契約に係る平準純保険料式により計算した2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る保険料積立金、保

険業法施行規則第68条第2項および同3項に定める保険契約以外の保険契約で2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る払戻
積立金並びに2001年7月1日前に保険期間が開始する保険契約に係る普通責任準備金及び払戻積立金

  （3）2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る未経過保険料

（4）引当金の内訳と増減
2014年度 （単位：百万円）

区　分 2013年度末残高 増加額 減少額 2014年度末残高
貸倒引当金計 33 3 33 3
一般貸倒引当金 1 3 1 3
個別貸倒引当金 31 0 31 0
特定海外債権引当勘定 － － － －
退職給付引当金 513 149 136 526
役員退任慰労引当金 49 54 90 13
賞与引当金 215 169 215 169
価格変動準備金 68 16 － 84

2015年度 （単位：百万円）

区　分 2014年度末残高 増加額 減少額 2015年度末残高
貸倒引当金計 3 5 3 5
一般貸倒引当金 3 2 3 2
個別貸倒引当金 0 3 0 3
特定海外債権引当勘定 － － － －
退職給付引当金 526 63 253 335
役員退任慰労引当金 13 24 2 35
賞与引当金 169 183 169 183
価格変動準備金 84 29 1 113

（5）貸付金償却額

2014年度、2015年度とも、該当ありません。
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（6）損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の変動
損害率の上昇シナリオ すべての保険種目について、均等に発生損害率が1％上昇すると仮定します。

計算方法

○増加する発生損害額＝既経過保険料×1％
○ 増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積増額の内訳については、
当年度発生事故におけるそれぞれの割合により按分しています。
○ 増加する異常危険準備金取崩額＝正味支払保険金の増加を考慮した取崩額－決算
時取崩額
○経常利益の減少額＝増加する発生損害額－増加する異常危険準備金取崩額

経常利益の減少額
2014年度 630百万円　（注）異常危険準備金残高の取崩額　－百万円
2015年度 651百万円　（注）異常危険準備金残高の取崩額　23百万円

（注）地震保険、自動車損害賠償責任保険については、ノーロス・ノープロフィットの原則にもとづき、増加する発生保険金は責任準備金の取崩等に
より相殺しています。

（7）事業費明細（含む損害調査費） （単位：百万円）

区　分 2014年度 2015年度
人件費 8,791 8,675
物件費 38,600 28,068
税金 590 765
火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金 － －
損害保険契約者保護機構に対する負担金 － －
諸手数料及び集金費 3,779 4,328
合　計 51,760 41,837

（注）金額は、損益計算書における「損害調査費」、「営業費及び一般管理費」ならびに「諸手数料及び集金費」の合計額です。

（8）期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト） （単位：百万円）

会計年度 期首支払備金 前期以前発生事故に係る
当期支払保険金

前期以前発生事故に係る
当期末支払備金 当期把握見積り差額

2011年度 26,522 15,220 8,190 3,112
2012年度 23,838 14,611 8,677 550
2013年度 25,262 15,402 10,910 △1,050
2014年度 26,229 15,990 9,904 334
2015年度 24,672 14,750 8,704 1,217

（注） 1. 国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
 2. 地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。
 3. 当期把握見積り差額＝期首支払備金－（前期以前発生事故に係る当期支払保険金＋前期以前発生事故に係る当期末支払備金）
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（9）事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表
●傷害 （単位：百万円）

事故発生年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累計保険金
＋

支払備金

事故発生年度末 25,409 26,148 26,192 26,227 26,765
1年後 25,025 0.985 △384 26,614 1.018 466 26,799 1.023 606 26,443 1.008 215
2年後 25,479 1.018 453 26,584 0.999 △30 26,859 1.002 60
3年後 25,498 1.001 19 26,333 0.991 △251
4年後 25,405 0.996 △93

最終損害見積り額 25,405 26,333 26,859 26,443 26,765
累計保険金 24,868 25,753 25,928 24,208 15,485
支払備金 536 579 930 2,235 11,280

●自動車 （単位：百万円）

事故発生年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累計保険金
＋

支払備金

事故発生年度末 11,022 10,516 8,757 7,680 6,583
1年後 10,834 0.983 △188 10,130 0.963 △385 8,582 0.980 △174 7,407 0.964 △273
2年後 10,789 0.996 △45 9,783 0.966 △347 8,351 0.973 △231
3年後 10,711 0.993 △78 9,597 0.981 △185
4年後 10,660 0.995 △50

最終損害見積り額 10,660 9,597 8,351 7,407 6,583
累計保険金 10,233 9,126 7,244 5,964 3,924
支払備金 427 470 1,106 1,443 2,658

●賠償責任 （単位：百万円）

事故発生年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累計保険金
＋

支払備金

事故発生年度末 265 221 159 176 87
1年後 229 0.864 △35 189 0.854 △32 141 0.885 △18 118 0.671 △58
2年後 238 1.039 8 169 0.894 △20 146 1.034 4
3年後 231 0.974 △6 181 1.070 11
4年後 239 1.031 7

最終損害見積り額 239 181 146 118 87
累計保険金 233 164 123 100 59
支払備金 5 16 22 18 28

（注） 1. 国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
 2. 「比率」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度1年間で変動した倍率を記載しています。
 3. 「変動」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度1年間で変動した額を記載しています。
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4. 資産運用に関する指標
（1）運用資産 （単位：百万円）

区　分
2014年度末 2015年度末

金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％）
預貯金 6,024 5.1 7,432 6.1
コールローン － － － －
買現先債券 － － － －
債券貸借取引支払保証金 － － － －
買入金銭債権 － － － －
商品有価証券 － － － －
金銭の信託 － － － －
有価証券 93,229 79.1 101,961 84.3
貸付金 － － － －
土地・建物 489 0.4 471 0.4
運用資産計 99,743 84.7 109,865 90.8
総資産 117,804 100.0 121,036 100.0

（2）利息及び配当金収入・運用利回り （単位：百万円）

区　分
2014年度末 2015年度末

金　額 利回り（％） 金　額 利回り（％）
預貯金 0 0.01 0 0.01
コールローン － － － －
買現先債券 － － － －
債券貸借取引支払保証金 － － － －
買入金銭債権 － － － －
商品有価証券 － － － －
金銭の信託 － － － －
有価証券 867 1.03 902 0.95
貸付金 0 20.23 － －
土地・建物 － － － －
小　計 868 0.95 903 0.88
その他 － －
合　計 868 903

（3）海外投融資残高・利回り （単位：百万円）

区　分
2014年度末 2015年度末

金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％）

外
貨
建

外国公社債 － － 3,651 14.1
外国株式 50 0.2 40 0.2
その他 － － － －
計 50 0.2 3,691 14.3

円
貨
建

非居住者貸付 － － － －
外国公社債 21,223 99.8 22,115 85.7
その他 － － － －
計 21,223 99.8 22,115 85.7

合　計 21,274 100.0 25,807 100.0
海外投融資利回り（％） 0.84 0.76
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（4）商品有価証券の平均残高・売買高
該当ありません。

（5）保有有価証券の種類別残高・構成比 （単位：百万円）

区　分
2014年度末 2015年度末

金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％）
国債 19,858 21.3 19,411 19.0
地方債 2,212 2.4 1,723 1.7
社債 48,609 52.1 46,958 46.1
株式 258 0.3 238 0.2
外国証券 21,274 22.8 25,807 25.3
その他の証券 1,016 1.1 7,820 7.7
合　計 93,229 100.0 101,961 100.0

（6）保有有価証券利回り （単位：％）

区　分 2014年度末 2015年度末
公社債 1.02 0.95
株式 11.79 14.76
外国証券 0.84 0.76
その他の証券 5.85 2.86
合　計 1.03 0.95

（7）有価証券の種類別・残存期間別残高 （単位：百万円）

区　分

2014年度末 2015年度末

1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定め
のないもの
を含む）

合計 1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定め
のないもの
を含む）

合計

国債 7,513 6,210 305 － － 5,829 19,858 1,202 6,309 6,076 － － 5,822 19,411
地方債 500 718 304 － － 689 2,212 － 1,009 － － － 713 1,723
社債 7,182 11,794 7,966 5,524 222 15,920 48,609 4,817 10,809 6,831 8,202 839 15,457 46,958
株式 258 258 238 238
外国証券 2,708 15,926 1,308 － － 1,330 21,274 2,914 13,867 5,334 － － 3,691 25,807
外国公社債 2,708 15,926 1,308 － － 1,279 21,223 2,914 13,867 5,334 － － 3,651 25,766
外国株式その他 － － － － － 50 50 － － － － － 40 40
その他の証券 － － － － － 1,016 1,016 － － － － － 7,820 7,820
合　計 17,905 34,649 9,884 5,524 222 25,044 93,229 8,934 31,996 18,242 8,202 839 33,744 101,961
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（8）業種別保有株式 （単位：百万円）

区　分
2014年度末 2015年度末

金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％）

製
造
業

食料品 － － － －
繊維 － － － －
パルプ・紙 － － － －
化学 － － － －
石油・石炭製品 － － － －
ゴム製品 － － － －
硝子・土石 － － － －
鉄鋼 － － － －
非鉄金属 － － － －
金属製品 － － － －
機械 － － － －
電気機器 － － － －
輸送用機器 － － － －
精密機器 － － － －
その他製造 － － － －
小計 － － － －

非
製
造
業

水産 － － － －
鉱業 － － － －
建設 － － － －
商業 － － － －
金融・保険 234 90.9 214 90.1
証券 － － － －
不動産 － － － －
陸運 － － － －
海運・空運 － － － －
倉庫 － － － －
情報・通信業 － － － －
電気 － － － －
サービス 23 9.1 23 9.9
小計 258 100.0 238 100.0

合　計 258 100.0 238 100.0
（注）医薬品は化学として、卸売業および小売業は商業として、また銀行業、保険業、及びその他金融業は金融・保険業として記載しています。

（9）残存期間別貸付金残高
該当ありません。

（10）担保別貸付金残高
該当ありません。

（11）使途別貸付金残高・構成比
該当ありません。

（12）業種別貸付金残高・構成比
該当ありません。
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（13）規模別貸付金残高・構成比
該当ありません。

（14）元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況
該当ありません。

（15）有形固定資産 （単位：百万円）

区　分 2014年度末 2015年度末
土地 － －
営業用 － －
賃貸用 － －

建物 489 471
営業用 489 471
賃貸用 － －

建設仮勘定 － －
営業用 － －
賃貸用 － －

合　計 － －
営業用 － －
賃貸用 － －

リース資産 － －
その他の有形固定資産 507 239
合　計 997 711

5. 特別勘定に関する指標
該当ありません。
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1. リスク管理債権
 （単位：百万円）

区　分 2014年度末 2015年度末
破綻先債権額 － －
延滞債権額 － －
3カ月以上延滞債権額 － －
貸付条件緩和債権額 － －
合　計 － －

（注）各債権の定義は、貸借対照表の注記に記載のとおりです。

2. 債務者区分に基づいて区分された債権
 （単位：百万円）

区　分 2014年度末 2015年度末
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 － －
危険債権 － －
要管理債権 － －
正常債権 － －
合　計 － －

（注）各債権の定義は次のとおりです。
 1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
  破産手続開始、更生手続開始または再生手続開始の申し立てにより経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。
 2. 危険債権
   債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受け取りができ

ない可能性の高い債権です。
 3. 要管理債権
   3カ月以上延滞貸付金（元本または利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸付金［1および2に掲げる債権を除く］を

いう。以下同じ）および条件緩和貸付金（債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸付金［1および2に掲げる債権ならびに3カ月以上延滞貸付金を除く］をい
う）です。  

 4. 正常債権
  債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権です。

財産の状況（直近の2事業年度）
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3. 保険金等の支払能力の充実の状況（単体ソルベンシ－・マ－ジン比率）
 （単位：百万円）

2014年度末 2015年度末
（A）単体ソルベンシー・マージン総額 39,031 38,179

資本金又は基金等、若しくは供託金等 11,354 7,862
価格変動準備金 84 113
危険準備金 95 97
異常危険準備金（地震危険準備金を含む） 25,390 27,657
一般貸倒引当金 3 2
その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益（税効果控除前） 2,101 2,445
土地の含み損益 － －
持込資本金及び剰余金 － －
負債性資本調達手段等 － －
払戻積立金超過額および負債性資本調達手段等のうち、
マージンに算入されない額 － －
控除項目 － －
その他 － －

（B）単体リスクの合計額
 （R1＋R2）2＋（R3＋R4）2＋R5＋R6 9,845 10,368
一般保険リスク（R1） 8,534 8,859
第三分野保険の保険リスク（R2） － －
予定利率リスク（R3） 88 90
資産運用リスク（R4） 2,445 3,100
経営管理リスク（R5） 349 378
巨大災害リスク（R6） 592 572

（C）単体ソルベンシー・マージン比率（％）
［（A）／｛（B）×1／2｝］×100 792.8％ 736.4％

（注）  「単体ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条、第161条（単体ソルベンシー・マージン）および第87条、第162条（単
体リスク）ならびに平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出された比率です。

  なお、2014年度の比率は、平成28年内閣府令第16号及び平成28年金融庁告示第10号の改正内容を反映する前の規定に基づいて算出されており、
「（A）単体ソルベンシー・マージン総額」の「その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益（税効果控除前）」は、その他有価証券評価差額金
（税効果控除前）の金額を記載しております。

〈単体ソルベンシー・マージン比率〉
●  損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨大
災害の発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な支払能
カを保持しておく必要があります。

●  この「通常の予測を超える危険」に対して「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余カ」の割合を示す指標とし
て、保険業法等に基づき計算されたものが、「単体ソルベンシー・マージン比率」です。

  単体ソルベンシー・マージン比率は、リスク計測の厳格化等を図るため、2011年度末（2012年3月31日）から算出にかかる法
令等が改正されています。

 「通常の予測を超える危険」
 保険引受上の危険＊1、予定利率上の危険＊2、資産運用上の危険＊3、経営管理上の危険＊4、巨大災害に係る危険＊5の総額
 ＊1 保険引受上の危険（一般保険リスク、第三分野保険の保険リスク）：
  保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害に係る危険を除く）
 ＊2 予定利率上の危険（予定利率リスク）： 
  積立型保険について、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険
 ＊3 資産運用上の危険（資産運用リスク）：
  保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等
 ＊4 経営管理上の危険（経理管理リスク）：
  業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記＊1～＊3および＊5以外のもの
 ＊5 巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）：
  通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険

 「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余カ」
  損害保険会社の純資産（社外流出予定額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）土地の含み益の一部等の総額
●  ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する客観的な指標の
ひとつですが、その数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

√
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4. 有価証券等の時価情報
（1）有価証券
①売買目的有価証券
該当ありません。
②満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

区　分 2014年度末 2015年度末
貸借対照表計上額 時　価 差　額 貸借対照表計上額 時　価 差　額

公社債 13,694 14,427 733 13,651 15,699 2,048
合　計 13,694 14,427 733 13,651 15,699 2,048

③子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当ありません。
④その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

区　分 2014年度末 2015年度末
取得原価 貸借対照表計上額 差　額 取得原価 貸借対照表計上額 差　額

公社債 55,493 56,985 1,492 52,578 54,443 1,864
株式 104 234 130 104 214 110
外国証券 20,989 21,274 284 25,602 25,807 205
その他 588 1,016 428 7,284 7,820 536
合　計 77,175 79,510 2,335 85,569 88,286 2,716

⑤時価評価されていない有価証券の内容及び貸借対照表計上額
（a）満期保有目的の債券
該当ありません。

（b）子会社株式及び関連会社株式
該当ありません。

（c）その他有価証券 （単位：百万円）

区　分 2014年度末 2015年度末
取得原価 貸借対照表計上額 差　額 取得原価 貸借対照表計上額 差　額

株式 23 23 － 23 23 －
合　計 23 23 － 23 23 －

（注）時価のない有価証券については帳簿価額としています。

（2）金銭の信託
該当ありません。

（3）デリバティブ取引関係
2014年度末
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当ありません。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当ありません。

2015年度末
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当ありません。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
a. 通貨関連 （単位：百万円）

区　分 デリバティブ
取引の種類等 主なヘッジ対象 契約額等 時　価 評価損益うち1年超

市場取引
以外の取引

為替予約取引　
売建
米ドル その他有価証券 3,901 － 165 165

合　計 － － 165 165
（注）為替予約取引の時価の算定には、先物相場を使用しています。

b. その他
該当ありません。
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1. 計算書類等についての会計監査人の監査報告
2014年度（2014年4月1日から2015年3月31日まで）および2015年度（2015年4月1日から2016年3月31日まで）の計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）ならびにその付属明細書については、会社法第436条第2項第1号の
規定にもとづき、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けており、監査報告書を受領しております。
（注）PwCあらた有限責任監査法人は、2016年7月1日付でPwCあらた監査法人から名称変更しております。

2. 財務諸表の適正性及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性について
本ディスクロージャー誌に掲載のアメリカンホーム医療・損害保険株式会社の財務諸表の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査
の有効性につきましては、当社代表取締役社長兼CEOが確認しております。

その他

そ
の
他
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